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平成２６年第１回大仙市議会定例会会議録第１号

平成２６年２月２４日（月曜日）

議 事 日 程 第 １ 号

平成２６年２月２４日（月曜日）午前１０時開議

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定 （１９日間）

第 ３ 議長報告 ・専決処分報告（法第１８０条関係）

・例月現金出納検査結果

・議会動静報告書

第 ４ 施政方針演説

第 ５ 議案第 ２号 大仙市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部を改正する条

例の制定について （説 明）

第 ６ 議案第 ３号 大仙市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について （説 明）

第 ７ 議案第 ４号 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について（消防団員関係）

（説 明）

第 ８ 議案第 ５号 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について（農村地域工業等

導入実施計画審議会委員関係） （説 明）

第 ９ 議案第 ６号 大仙市世代交流福祉施設条例の一部を改正する条例の制定につ

いて （説 明）

第１０ 議案第 ７号 大仙市児童館及び児童センターに関する条例の一部を改正する

条例の制定について （説 明）

第１１ 議案第 ８号 大仙市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて （説 明）
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第１２ 議案第 ９号 大仙市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて （説 明）

第１３ 議案第１０号 大仙市公園条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第１４ 議案第１１号 大仙市簡易水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例

の制定について （説 明）

第１５ 議案第１２号 大曲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改

正する条例の制定について （説 明）

第１６ 議案第１３号 大仙市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条

例の制定について （説 明）

第１７ 議案第１４号 大仙市公益通報条例の制定について （説 明）

第１８ 議案第１５号 大仙市市民活動交流拠点センター条例の制定について

（説 明）

第１９ 議案第１６号 鳥獣被害対策実施隊条例の制定について （説 明）

第２０ 議案第１７号 大仙市子ども条例の制定について （説 明）

第２１ 議案第１８号 障害者自立支援法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定について （説 明）

第２２ 議案第１９号 大仙市豊岡へき地診療所設置条例を廃止する条例の制定につい

て （説 明）

第２３ 議案第２０号 市道の路線の認定及び廃止について （説 明）

第２４ 議案第２１号 平成２５年度大仙市老人デイサービス事業特別会計への繰入額

の変更について （説 明）

第２５ 議案第２２号 平成２５年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入額の変更に

ついて （説 明）

第２６ 議案第２３号 平成２６年度大仙市簡易水道事業特別会計への繰入れについて

（説 明）

第２７ 議案第２４号 平成２６年度大仙市公共下水道事業特別会計への繰入れについ

て （説 明）

第２８ 議案第２５号 平成２６年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計への

繰入れについて （説 明）
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第２９ 議案第２６号 平成２６年度大仙市特定地域生活排水処理事業特別会計への繰

入れについて （説 明）

第３０ 議案第２７号 平成２６年度大仙市農業集落排水事業特別会計への繰入れにつ

いて （説 明）

第３１ 議案第２８号 平成２６年度大仙市老人デイサービス事業特別会計への繰入れ

について （説 明）

第３２ 議案第２９号 平成２６年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入れについて

（説 明）

第３３ 議案第３０号 平成２５年度大仙市一般会計補正予算（第７号） （説 明）

第３４ 議案第３１号 平成２５年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号） （説 明）

第３５ 議案第３２号 平成２５年度大仙市土地区画整理事業特別会計補正予算（第３

号） （説 明）

第３６ 議案第３３号 平成２５年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第６号）

（説 明）

第３７ 議案第３４号 平成２５年度大仙市奨学資金特別会計補正予算（第１号）

（説 明）

第３８ 議案第３５号 平成２５年度大仙市簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）

（説 明）

第３９ 議案第３６号 平成２５年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号） （説 明）

第４０ 議案第３７号 平成２５年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正

予算（第３号） （説 明）

第４１ 議案第３８号 平成２５年度大仙市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号） （説 明）

第４２ 議案第３９号 平成２５年度大仙市老人デイサービス事業特別会計補正予算

（第１号） （説 明）

第４３ 議案第４０号 平成２５年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第３号）

（説 明）

第４４ 議案第４１号 平成２６年度大仙市一般会計予算 （説 明）
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第４５ 議案第４２号 平成２６年度大仙市国民健康保険事業特別会計予算（説 明）

第４６ 議案第４３号 平成２６年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算 （説 明）

第４７ 議案第４４号 平成２６年度大仙市土地区画整理事業特別会計予算（説 明）

第４８ 議案第４５号 平成２６年度大仙市学校給食事業特別会計予算 （説 明）

第４９ 議案第４６号 平成２６年度大仙市奨学資金特別会計予算 （説 明）

第５０ 議案第４７号 平成２６年度大仙市簡易水道事業特別会計予算 （説 明）

第５１ 議案第４８号 平成２６年度大仙市公共下水道事業特別会計予算 （説 明）

第５２ 議案第４９号 平成２６年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

（説 明）

第５３ 議案第５０号 平成２６年度大仙市特定地域生活排水処理事業特別会計予算

（説 明）

第５４ 議案第５１号 平成２６年度大仙市農業集落排水事業特別会計予算（説 明）

第５５ 議案第５２号 平成２６年度大仙市老人デイサービス事業特別会計予算

（説 明）

第５６ 議案第５３号 平成２６年度大仙市スキー場事業特別会計予算 （説 明）

第５７ 議案第５４号 平成２６年度大仙市内小友財産区特別会計予算 （説 明）

第５８ 議案第５５号 平成２６年度大仙市大川西根財産区特別会計予算 （説 明）

第５９ 議案第５６号 平成２６年度大仙市荒川財産区特別会計予算 （説 明）

第６０ 議案第５７号 平成２６年度大仙市峰吉川財産区特別会計予算 （説 明）

第６１ 議案第５８号 平成２６年度大仙市船岡財産区特別会計予算 （説 明）

第６２ 議案第５９号 平成２６年度大仙市淀川財産区特別会計予算 （説 明）

第６３ 議案第６０号 平成２６年度市立大曲病院事業会計予算 （説 明）

第６４ 議案第６１号 平成２６年度大仙市上水道事業会計予算 （説 明）

出席議員（２７人）

１番 冨 岡 喜 芳 ２番 秩 父 博 樹 ３番 細 谷 洋 造

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 後 藤 健 ６番 佐 藤 育 男

７番 石 塚 柏 ８番 藤 田 和 久 ９番 佐 藤 文 子

１０番 小 山 緑 郎 １１番 茂 木 隆 １２番 佐 藤 芳 雄

１３番 古 谷 武 美 １４番 武 田 隆 １５番 金 谷 道 男
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１６番 高 橋 幸 晴 １７番 大 野 忠 夫 １８番 小 松 栄 治

１９番 渡 邊 秀 俊 ２０番 佐 藤 清 吉 ２１番 児 玉 裕 一

２３番 千 葉 健 ２４番 大 山 利 吉 ２５番 本 間 輝 男

２６番 鎌 田 正 ２７番 橋 本 五 郎 ２８番 橋 村 誠

欠席議員（１人） ２２番 高 橋 敏 英

遅刻議員（０人）

早退議員（０人）

説明のため出席した者

市 長 栗 林 次 美 副 市 長 久 米 正 雄

副 市 長 老 松 博 行 教 育 長 三 浦 憲 一

代 表 監 査 委 員 福 原 堅 悦 総 務 部 長 元 吉 峯 夫

企 画 部 長 小 松 英 昭 市 民 部 長 山 谷 勝 志

健 康 福 祉 部 長 今 田 秀 俊 農 林 商 工 部 長 佐々木 誠 治

建 設 部 長 田 口 隆 志 上 下 水 道 部 長 小 松 春 一

病 院 事 務 長 伊 藤 和 保 教 育 指 導 部 長 小笠原 晃

生 涯 学 習 部 長 佐 藤 裕 康 総 務 課 長 伊 藤 義 之

議会事務局職員出席者

局 長 木 村 喜代美 参 事 伊 藤 雅 裕

主 幹 堀 江 孝 明 副 主 幹 田 口 美和子

主 査 佐 藤 和 人

午前１０時００分 開 会

○議長（橋村 誠） おはようございます。

これより平成２６年第１回大仙市議会定例会を開会いたします。

市長からの招集の挨拶があります。栗林市長。

【栗林市長 登壇】
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○市長（栗林次美） 皆さんおはようございます。

本日、平成２６年第１回大仙市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

かれましては、ご参集をいただきまして誠にありがとうございます。

今次定例会でご審議をお願いいたします案件は、条例案１８件、単行案１０件、補正

予算案１１件、平成２６年度当初予算案２１件の合計６０件であります。

また、開会中の国会において平成２５年度補正予算が成立したことに伴う関係予算及

び除排雪経費などについて、会期中に準備が整い次第、補正予算案を追加提案させてい

ただく予定であります。

各案件につきまして、よろしくご審議を賜りますよう、お願いを申し上げます。

なお、この場をお借りして、諸般の報告をさせていただきます。

既に新聞等でも報道されております大曲地域の市道飯田線「館の橋」で発生した陥没

事故につきましては、２月１６日午後６時５０分に警察及び橋梁を通過した車両の運転

者から連絡があり、同日午後７時に職員が現場を確認したところ、橋梁中央部上流側の

外測線付近において、約１ｍ四方の舗装及び床版コンクリートが陥没し、一部が崩落し

ていることを確認いたしました。

これを受け、午後７時５分、陥没箇所にセーフティーコーンを設置して応急対応し、

翌１７日から片側交互通行規制及び大型車両通行止めの措置を講じ、現在も継続してお

ります。

なお、反対側斜線に亀裂生じている箇所が２カ所見つかったことから、明日午前８時

３０分から午後５時までの間、安全を期して補強工事を実施するため、全面通行止めと

することとしております。

市民の皆様には大変ご不便をおかけしております。

この事案により、掌握している被害状況につきましては、通行車両３台が車輪を損傷

しておりますが、幸い人的な被害は確認されておりません。

現在、事故後に実施した橋梁の点検結果をもとに、県の橋梁アドバイザーに橋梁の診

断を行っていただいており、結果を待って橋梁の修繕を行うこととしております。

学校給食の一時停止につきましては、大仙市学校給食総合センター及び大仙市協和学

校給食センターにおいて、調理員からノロウイルスが検出されたことに伴い、平成２６

年２月７日と１０日に大曲及び南外地域の小・中学校の給食を一時停止し、また、協和

地域の小・中学校の給食につきましては、２月１４日はパンと牛乳の代替給食とし、２



- 7 -

月１７日は給食を一時停止しております。

両センターにおいては、給食停止後、基準に基づいて他の全職員に対し高感度の検便

検査を実施しておりますが、全職員の検査結果が陰性であったことから、全館消毒を実

施後、大仙市学校給食総合センターは２月１２日から、協和学校給食センターは２月

１８日から給食の提供を再開しております。

今回の事案につきましては、昨年の中仙学校給食センターの集団食中毒事案を教訓に、

大曲仙北医師会の指導により定めた「感染症防止のためのノロウイルス等検出時の学校

給食休業基準」に基づき対応いたしました。

幸い、児童生徒にノロウイルスの感染者はおりませんでしたが、今後も衛生管理に細

心の注意を払い、安心・安全な給食の提供に努めてまいります。

今冬の豪雪につきましては、２月４日から７日までにかけて、各地域で平均７０ｃｍ

の降雪があるなど、引き続き警戒を強めているところであります。

各地域の積雪深は、今日現在、南外地域で１５８ｃｍ、大曲地域で１４２ｃｍ、西仙

北地域で１２７ｃｍとなっており、大曲と西部地域を中心に依然積雪が多い状態が続い

ております。

今後の雪対策につきましては、引き続き降雪量等を注視し、警戒に当たってまいりま

すが、寒気が緩むことによって発生する落雪などについて注意を払ってまいりたいと存

じます。

以上をもちまして、招集の挨拶と諸般の報告とさせていただきます。

【栗林市長 降壇】

午前１０時０５分 開 議

○議長（橋村 誠） これより本日の会議を開きます。

欠席の届出は、２２番高橋敏英君であります。

○議長（橋村 誠） 本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。

○議長（橋村 誠） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、議長において、１４番武田隆君、

１５番金谷道男君、１６番高橋幸晴君を指名いたします。
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○議長（橋村 誠） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から３月１４日までの１９日間といた

したいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって、会期は１９日間と決定いたしまし

た。

○議長（橋村 誠） 次に、日程第３、この際、諸般の報告をいたします。

議会の委任による専決処分報告が市長から、例月現金出納検査結果が市監査委員から

それぞれ提出されております。

また、１２月定例会初日から昨日までの議会動静報告書をあわせて別添お手元に配付

のとおり報告いたします。

○議長（橋村 誠） 次に、日程第４、市長から施政方針演説のため発言の申し出があり

ますので、これを許します。栗林市長。

【栗林市長 登壇】

○市長（栗林次美） 平成２６年第１回市議会定例会に当たり、市政運営の基本方針と施

策の概要を申し上げ、市民の皆様をはじめ、議員各位のご理解とご協力を賜りたいと存

じます。

はじめに、本市における雪下ろし作業等での事故による死者５名、負傷者２０名の人

的被害につきまして、亡くなられた皆様のご冥福をお祈りいたしますとともに、被害に

遭われた皆様にお見舞いを申し上げます。

平成２３年から４年連続の大雪となった今冬は、雪による事故の死者が本市を含め全

県で１７名に上っており、うち６５歳以上の高齢者が１３名を占める現状となってしま

いました。

人口減少・高齢社会の進展と豪雪地帯という地理的条件が重なる本県にあっては、雪

処理の担い手不足により、自力では除排雪が困難な高齢者等のいわゆる「除排雪弱者」

の増加や、雪の重みによる倒壊のおそれのある空き家の増加など、これまでの雪対策で

は立ち行かなくなると認識しております。市では、昨年から総合的な雪対策計画の策定
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を来年度９月を目途に進めており、降雪期においても市民が安全・安心な日常生活が送

れるよう施策の推進に努めてまいります。

さて、未曾有の被害をもたらした東日本大震災から間もなく３年を迎えます。本市で

は、被災地の災害廃棄物の受け入れをいち早く進めたほか、復興業務応援として宮古市

への職員派遣を継続するなど復興に必要な支援を続けております。また、市民ボラン

ティアによる支援活動や市内小・中学校による被災地との交流活動も行われるなど、官

民一体の活動を展開してまいりました。

今なお、被災者の多くが仮設住宅での生活を余儀なくされており、復興への歩みが進

まない状況が続いているものと感じておりますが、本市としては、同じ東北人として被

災地が望む可能な限りの支援を継続してまいります。

いよいよ、来年度は合併から１０年を迎えますが、国から合併市町村への財政面での

優遇期間である「合併特例期間」の最終年度でもあります。

今後は、財政規模の縮小が避けられない状況となることから、限られた財源の中でよ

り一層の施策の「選択と集中」が必要とされます。これまで取り組んできた行財政改革

と同様、来年度からスタートを予定している第３次行政改革大綱の取り組みを着実に推

進することで、住民福祉など優先すべき取り組みや人口減少や産業振興などの諸課題に

ついては、今後とも変わらぬ姿勢で臨んでまいります。

市政運営の基本方針である総合計画の後期基本計画については、平成２３年度のス

タートから４年目を迎えます。平成２８年度からは、新たな「まちづくりの羅針盤」と

なるべき次期総合計画をスタートさせることとしており、来年度からその策定に向けた

準備を進め、市民目線に立った、より実効性のある総合計画の策定に取り組んでまいり

ます。

国政においては、一昨年１２月に第２次安倍内閣が発足し、長期にわたるデフレと景

気低迷からの脱却を最優先課題として、「アベノミクス」と言われる一連の経済財政政

策を推進しております。また、４月からの消費税率引き上げ決定やＴＰＰ交渉参加、農

業政策の大転換など様々な面で大きな変化が見られる国政運営となっております。

市では、こうした変化の中にあっても、市民が将来に希望を持ち安心して暮らせるま

ちづくりを前進させるため、多岐にわたる取り組みを積極的に展開してまいりましたが、

地域中核病院の改築を核とした市街地再開発、農業の振興、子育てと教育の充実、雇用

の場の確保と創出、市民との協働のまちづくりの推進、災害に強いまちづくりの推進、
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地方分権時代にふさわしい行財政改革などの重点施策については、来年度も引き続き推

進してまいります。

なお、来年３月には「大仙市誕生１０周年記念式典」の開催を予定しており、市民の

皆様とともにこれまでの１０年を振り返り、決意を新たに次の１０年へのスタートとし

たいと考えております。

それでは、はじめに市の主要課題等について申し上げます。

はじめに、大曲通町地区第一種市街地再開発事業についてであります。

平成２４年７月に北街区の建築に着工してから約２０カ月が経ち、病院棟、高齢者福

祉棟、バス待合棟、複合商業棟の整備を間もなく終えようとしております。平成２１年

度に構想を策定してから約４年で大曲厚生医療センターを核とした医療・福祉・健康・

交通等の都市施設を集約した北街区の施設整備が、いよいよ実現いたします。

東日本大震災の影響による作業員不足や昨冬からの豪雪等の影響により、工事に若干

の遅れが生じておりましたが、施工者をはじめとした関係業者の努力により、現在は作

業員７００名以上を確保して施工に当たっており、本年度内には北街区の整備を完了し、

４月１４日には竣工式を執り行う予定であります。

圏域住民の念願であった病院建設に対して、市民や県外在住の出身者等から寄せられ

たふるさと納税等による寄附金は１，０００万円を超えており、病院側の希望を踏まえ、

新たな病院が利用者にとって、より快適な施設となるための環境整備に活用してまいり

ます。

市といたしましても、公的病院に対する特別交付税措置を活用した病院支援や、病院

からの受け入れを優先的に行う高齢者福祉棟への支援により、高齢社会に対応した機能

的で利便性の高いまちづくりを進めてまいりたいと存じます。

また、新病院の改築支援事業の財源として、住民参加型市場公募債「だいせん夢未来

債」を市民の皆様をはじめ、本市出身で首都圏等にお住まいの方々にも購入対象範囲を

広げ発行いたしましたが、発行額５億円に対し約１６億４，０００万円もの応募があり、

多くの皆様から市民と行政の協働のまちづくりに参画していただくことができました。

来年度は、北街区の各施設がまちの新たな機能として始動するとともに、南街区では、

現病院を解体しての事務所棟、健康福祉棟、児童福祉棟、駐車場棟及び広場の整備が始

まります。南街区の整備がこれまでと同様、計画どおり進められるよう関係機関と連携

しながら引き続き推進してまいります。
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次に、農業政策の大転換についてであります。

昨年の秋、４０年以上続いてきた米の生産調整の手法の見直しが決定されました。今

回の政策転換は、農業を基幹産業とし、とりわけ米に大きく依存する本市にとっては非

常に影響の大きい決定であります。農家、地域農業、そして農村社会の存亡にもかかわ

る大きな転換でありますが、５年後に生産調整の手法が見直しされ、米の直接支払交付

金が廃止されるなどの急激な政策転換の中にあっても、市産業の根幹をなす農業をこれ

までどおり力強く推進していかなければなりません。

今回の政策転換を踏まえ、当面の間は農業振興計画の一部を見直し、平成２６年度予

算で対応することにしておりますが、今後国の農業政策の内容がより明らかになり次第、

本市の実情に即した農業振興計画で対応してまいりたいと考えております。

国の政策転換への対応といたしましては、今後の農業を産業政策としての農業と、地

域政策としての農地及び地域コミュニティ維持の両面から施策を展開する必要があると

考えております。

１つ目の産業政策については、米に大きく依存した農業構造からの脱却と広範な水田

の有効活用を図るため、土地利用型作物での取り組みが不可欠となることから、大豆生

産を推進し、収量・品質向上を基本とした支援により所得の向上を目指してまいります。

また、中仙地域で整備が進められている県営中仙中央地区ほ場整備事業の実施に合わ

せ、ＪＡ秋田おばこが事業主体となって「園芸メガ団地」の整備が予定されており、ほ

場整備後の約６ｈａに１００棟を超えるトマト栽培用パイプハウスや養液栽培システム

などが整備されることになっております。この園芸メガ団地は、地域の農家により設立

された農業法人が運営に当たることになっており、平成２７年春からの本格栽培に向け

て準備が進められております。

今回の取り組みは、ほ場整備後の地域農業のモデルの一つとして位置付けられるもの

であり、農業生産額の向上はもとより、地域における雇用の場の確保など、新たな内発

型産業の取り組みとして期待を寄せております。

２つ目の地域政策については、中山間地などのほ場条件や規模拡大に制約のある農地

の有効活用を図るため、市単独の「小規模集落元気な地域づくり基盤整備事業」を引き

続き推進するとともに、中山間地域において好適作物とされるソバや、また、狭隘地等

でも栽培可能で比較的短年で収穫できるブルーベリーについては、わらび座を中心に取

り組む「みずほの里いきいきネット協議会」などで栽培が伸びていることから、これら
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作物の作付け等への支援を行うことで、農地を維持し営農を継続できる環境整備に努め

てまいります。

また、地域コミュニティ維持については、国の日本型直接支払制度に基づき、これま

で取り組んできた農地・水保全管理支払制度を拡充した農地の多面的機能の維持に対す

る支援が新たに創設されることから、市といたしましても過疎債のソフト事業を活用し、

非農家も参加した地域ぐるみによる高齢者世帯等の除雪や地域の防犯活動などを支援す

るため、新たに「『未来へつなぐ』農村地域サポート事業」を実施し、農村コミュニ

ティの維持・活性化に努めてまいります。

主要課題等の最後は、経済・雇用対策についてであります。

市では、平成２１年３月、県内市町村に先駆けて「経済・雇用・生活緊急対策行動計

画」を策定し、施策の内容については毎年度見直しを図り、きめ細かな対策を講じなが

ら、これまで５次にわたり総額７０億４，５００万円の事業を実施してまいりましたが、

ハローワーク大曲管内の昨年１２月の有効求人倍率が０．７１と平成２０年のリーマン

ショック以前の水準に戻りつつあるなど、地域の雇用状況も好転の兆しが見えてきてお

ります。

これは、国の経済対策に加え、市の行動計画によるこれまでの対策が、企業体力の維

持や雇用の創出などに一定の成果を上げたものと考えられることから、本年度、第５次

をもって緊急対策としての行動計画を終了することとしております。

しかしながら、景気回復の動きが本市経済全体に反映されるには至っていないとも考

えており、例年実施している「市民による市政評価」においても、就業支援や産業創出

・支援、産業振興に関する施策の強化が喫緊の課題であるとの結果が出ているほか、消

費税率引き上げや農業政策の転換などに伴う経済不安などの課題もあることを踏まえ、

これまで行ってまいりました主な施策を、緊急対策としてではなく必要不可欠な施策と

して実施することとしております。

このため、市独自基金である地域雇用基金を活用した人材の確保、雇用助成金やマル

仙融資等による中小企業への資金供給、新規開店者や商店街に対する助成、新事業や技

術開発に対する助成、また、住宅リフォーム支援については新たに雪対策を助成対象に

加えるなど、引き続き様々な施策を実施してまいります。

先月、議員各位にご説明いたしました「大曲の花火」という全国に誇れる地域ブラン

ドを活かし、地域を元気にする新たな概念の産業振興策の構築により、市全体の発展に
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結び付けていこうとする「花火産業構想」につきましては、２月１０日、大曲商工会議

所、大仙市商工会及び市の三者による第１回目の花火産業構想策定プロジェクト会議を

開催したところであります。

現在、商工会議所並びに商工会と連携・協議を行いながら、本年度末を目途に構想の

集中的な策定作業を行っており、構想案ができ次第、議員各位にご説明させていただく

こととしております。

なお、来年度予算案には、構想の推進に当たり必要となる関係省庁への支援要請や事

業実施に係る各種調査に要する経費などを盛り込んでおります。

次に、平成２６年度当初予算（案）について、ご説明申し上げます。

当初予算の編成に当たっては、重点施策とした「子育て支援、教育の推進、農業振興、

経済・雇用対策、防災対策、地域医療の充実をはじめとした市街地再開発事業の推進」

にかかわる事業を着実に推進し、将来の持続的な発展につながる予算編成を行っており

ます。

現在進められている市街地再開発事業が病院改築工事の終了に伴い大幅に減額となっ

た反面、西部学校給食センター建設事業、大曲仙北広域市町村圏組合が事業主体となる

中央斎場改築事業及び社会福祉法人大仙ふくし会による特別養護老人ホーム峰山荘改築

事業への支援など大型の建設事業予算を計上したことから、合併後最大となった平成

２５年度予算とほぼ同規模の積極型予算となっております。

また、重点施策への予算配分は、子育て支援に２５億６，６００万円、教育の推進に

１３億３，８００万円、農業振興に３３億２，８００万円、経済・雇用対策に６億

６，４００万円、防災対策に７億７，４００万円、地域医療の充実をはじめとした市街

地再開発事業の推進に１８億６，３００万円を計上し、６分野合わせた予算額は１０５

億３，３００万円で、一般会計予算全体の２２％を占めております。

その結果、一般会計につきましては、総額４７２億２，７３３万３千円で、平成２５

年度に比べ１億７，５０２万３千円、率にして０．４％と、わずかながら減額となって

おり、その他の会計につきましては、特別会計１８会計の予算総額が１９８億

５，６５１万２千円、企業会計２事業で２０億７，９７０万１千円となっております。

これにより、平成２６年度当初予算の全会計の合計額は６９１億６，３５４万６千円

となり、平成２５年度に比べ３億８，０４７万７千円、率にして０．６％の増となって

おります。
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市債の発行につきましては、公債費負担適正化計画の範囲内に抑えることを基本に進

めており、普通交付税の代替財源である臨時財政対策債を除く建設事業債などにかかわ

る平成２６年度末の市債発行残高は、平成２５年度末より約１０億円下回る８１９億円

程度まで抑制される見込みとなっております。

また、実質公債費比率については、これまでの各年度における市債発行額の抑制等に

より、計画期間を１年前倒しし、平成２６年度において国が定める基準値である１８％

を下回る見込みとなっております。

財政調整基金につきましては、引き続き取り崩しを行わず、１億円の積み増しを行う

こととし、予算編成後の基金残高は約２７億５，０００万円となりますが、今後もでき

る限りの積み増しに努めてまいります。

次に、平成２６年度の主な施策の概要につきまして、総合計画の施策の体系順にご説

明申し上げます。

はじめに、健康福祉分野についてであります。

各種がん検診の受診率向上策につきましては、全県一斉に実施する「がん検診個別受

診勧奨」、いわゆる「コール・リコール事業」として、がん検診の未受診者に対して電

話等により受診勧奨をしてまいります。

また、現在、平日に実施している特定健診や肺がん、大腸がん、前立腺がん、胃がん

の各検診等については、日曜日にも総合健診という形で実施することにより受診率の向

上を図ることとしております。

本市出身で大腸内視鏡検査・治療の世界的な権威である昭和大学の工藤進英教授が研

究代表となって実施している大腸がん検診研究事業につきましては、平成２３年度から

市もこの事業に参加し、目標参加者数６千人に対して、この３年間で３，３８１人の参

加をいただいております。来年度は、新たに市内企業からもご協力をいただけることか

ら、より多くの市民の皆様に受診していただけるよう関係機関と連携を密にし取り組ん

でまいります。

風しん予防接種助成事業につきましては、先天性風しん症候群の発生を予防するため

の緊急措置として、本年度から風しんに対する抗体を持たない２０歳代から４０歳代の

男女と妊婦の夫に対する任意の予防接種を推奨してまいりました。来年度は、妊娠を希

望する女性や妊婦の夫を対象に、風しん抗体検査と予防接種の費用を全額助成し、安心

して妊娠・出産ができる環境づくりに努めてまいります。
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国民健康保険事業につきましては、昨年１２月に社会保障制度改革のプログラム法案

が成立し、今後、国保運営主体の都道府県化をはじめとする重要な医療保険制度改革が

実施されることになっておりますが、当面の間は市が保険者として運営健全化に向けた

総合的な取り組みを進めることとなります。

なお、来年度の保険税率については、市民の税負担等を総合的に判断し、引き続き一

般会計からの基準外繰り入れを行うことで、税率を据え置くこととしております。

後期高齢者医療につきましては、秋田県後期高齢者医療広域連合において、平成２６

年度と２７年度の保険料の再算定が行われております。被保険者数が増加し医療費も増

加しておりますが、剰余金や財政安定化基金を活用し、保険料率については据え置くこ

とが今月１９日開催の同広域連合定例会において決定されております。

不登校や引きこもり等の子どもや若者を対象とした「子ども・若者育成支援事業」に

つきましては、市民の関心が極めて高く、１月末現在で平成２４年度の２倍を超える利

用実績となっております。こうした状況を踏まえ、来年度は相談員を増員し、ハロー

ワークと連携を取りながら就労支援の拡充と雇用拡大に向け、本事業の趣旨に賛同する

地元企業の組織化を図ることとしております。

４月からの消費税率引き上げに伴う低所得者・子育て世帯への影響緩和を図るための

臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の給付対象者につきましては、本市では、

臨時福祉給付金で２万１千人、子育て世帯臨時特例給付金で７，２００人と推定してお

ります。給付金の総額は３億６，２００万円を予定しており、重複給付はできませんが、

給付に当たっては９月を目標に作業を進めてまいります。

介護予防事業につきましては、南外地域において、市と人間総合科学大学の熊谷 修
しゆう

教授の研究チームが共同で調査・研究を進めてきた「老化予防ＡＤＬ・栄養調査事業」

を本年度をもって一区切りとし、来年度は、これまでの研究成果として開発された老化

予防プログラム「ＴＡＫＥ１０プログラム」を中心に、より効果的な介護予防事業を展
テ イ ク テ ン

開していくため、これまで蓄積したデータを分析・検証し、事業に反映させてまいりま

す。

障がい者支援につきましては、昨年４月に「障害者自立支援法」が「障害者総合支援

法」に改正されたことに伴い、障がい者が住み慣れた地域で自立生活を営むことができ

るよう、引き続き各種障がい福祉サービスや地域生活支援事業等の見直しを進め、より

柔軟な障がい者支援が可能となるよう事業の充実を図ってまいります。
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生活保護につきましては、改正生活保護法の施行に加え、来年４月施行を想定した

「生活困窮者自立支援制度」の構築など、生活保護制度の見直し及び生活困窮者対策に

取り組む必要があることから、国・県からの情報収集に努め、適切に対応してまいりま

す。

福祉関係計画につきましては、来年度が「高齢者プラン」及び「障がい者福祉計画」

の改定年度となっております。これまでの実績を検証し、次期計画に反映させるべき

ニーズと必要サービス量の把握に努め、実効ある計画策定に取り組んでまいります。

市の財政支援を受けて社会福祉法人大仙ふくし会が協和地域の旧淀川小学校跡地にお

いて実施する「特別養護老人ホーム峰山荘移転改築事業」につきましては、今月１４日

に建築工事等の契約が締結されております。来年２月末には工事が完了し、４月に供用

開始の予定と伺っております。

子ども・子育て支援体制につきましては、保育所入所希望者の増加傾向から、０歳児

・１歳児については年度途中の入所が難しい状況にあります。このため、年度途中の入

所に備えた保育士の確保を支援する「乳幼児保育推進事業」を実施してまいります。

なお、平成２７年度から保育所の入所待機児童解消などを目的に施行が予定されてい

る「子ども・子育て支援新制度」を見据え、市では「子ども・子育て支援事業計画」を

策定することとしております。

幼稚園・保育園の運営につきましては、社会福祉法人大空大仙では、太田地域の現在

の３園を４月１日から認定こども園「おおたわんぱくランド」として開園する準備を進

めておりますが、これにより太田ひがし幼稚園舎は放課後児童クラブとして引き続き活

用してまいります。

なお、大曲小学校区に建設しておりました新しい児童クラブは、名称を「花園児童ク

ラブ」として、４月１日から供用を開始いたします。

次に、教育分野についてであります。

学校施設の整備につきましては、市内の小・中学校の校舎・体育館の耐震化は全て完

了しているところでありますが、安全と安心の十分な確保を目的として、小・中学校

３２校全ての体育館などにおける天井、照明器具及びバスケットゴールなどの非構造部

材の落下防止にかかわる点検・調査を実施いたします。調査により整備が必要とされる

箇所については、子どもたちの安全確保とともに、災害時には避難所となることも踏ま

え、早急に対応してまいりたいと考えております。
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西部学校給食センターの建設につきましては、１２月の完成を目指し建築工事等が本

格的にスタートいたしますが、給食の提供については、調理員の訓練等を行い来年４月

から開始いたします。

なお、学校給食センターの食中毒の再発防止については、引き続き衛生管理の見直し

と改善を図ってまいります。衛生管理の手法の一つであるＨＡＣＣＰの導入について、
ハ サ ツ プ

学校給食総合センターでは、今月中に認証申請し、３月中の認証を予定しております。

また、ノロウイルスの流行期とされる１０月から３月までは、月１回、学校給食セン

ター全職員の高感度検便検査を行うとともに、大曲仙北医師会からご指導をいただいた

ノロウイルス等検出時の学校給食休業基準を遵守し、日々の健康調査を強化し、感染防

止に努めてまいります。

総合的な学力の育成につきましては、「キャリア教育推進『総合的な学力育成』事

業」を継続し、教科横断的な教育や本物に触れる体験活動、地域や関係機関との交流・

連携を土台として、特にいじめ防止対策推進法に対応した取り組みや情報モラル教育の

強化を図るなど、子ども一人ひとりが自立した人間として成長を遂げられるよう、望ま

しいキャリア発達の支援に一層努めてまいります。

そのため、これまで築いてきたＰＴＡや学校支援地域本部事業による地域との連携の

強化や多様な校種との学校間交流の充実を図り、各地域の創意工夫を活かした特色ある

教育活動が展開されるよう努めてまいります。

学習環境の整備につきましては、専門家を招く「こころのプロジェクト『夢の教室』

事業」や「体験的な学習の時間支援事業」を拡充するとともに、理科教育振興を図る

「コロンブスの卵わくわくサイエンス事業」やオーストラリアへの「中学生海外派遣事

業」を継続実施してまいります。

また、学校生活支援員、保育支援員及び発達サポーター合わせて９８名の配置に加え、

特別支援教育のアドバイザーを配置し、質の高い学習環境の充実を図りながら本市の児

童生徒の学力や体力、生活習慣等の維持・向上に努めてまいります。

このほか、小・中学校の音楽活動を支援する「音のまち大仙楽器サポート事業」を継

続してまいりますが、ご承知のとおり昨年１２月１４日、大曲中学校吹奏楽部が第４１

回マーチングバンド全国大会において、大会史上初の４年連続の金賞・最優秀賞を受賞

し、花館小学校も金賞に、大曲小学校が銀賞に輝いております。このように学校におけ

る音楽活動の充実は目覚ましいものがあり、豊かな地域文化の発展にもつながっている
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ものと考えております。

防災教育につきましては、「だいせん防災教育『生き抜く力育成』事業」を拡充し、

市内の各学校が取り組んでいる東日本大震災の被災地との交流活動の充実が図られるよ

う予算面でも支援するとともに、学校が地域住民や関係機関と連携して避難所開設にか

かわる訓練等をモデル的に実施する取り組みを継続し、児童生徒の自助・共助の精神を

育むよう努めてまいります。

芸術文化の振興につきましては、総合市民会館事業として、４つの市民会館主催によ

り、優れた舞台芸術を鑑賞する機会を提供するとともに、第２７回を迎える新人音楽祭

コンクールについては、市の芸術文化事業の中心と位置付け、さらに創意工夫を図り継

続開催してまいります。

来年度、秋田県で開催される「第２９回国民文化祭あきた２０１４」につきましては、

全国各地で様々な文化活動に親しんでいる個人や団体が、日頃の活動の成果や実力を披

露し交流する国内最大の文化の祭典であることから、大仙市においても多くの参加者を

お招きしようと実施する「囲碁サミット２０１４ｉｎ大仙」、「旧池田氏庭園秋の園遊

会」、「秋田の美×写真の力」の市主催の３事業について、関係機関と細部にわたり協

議を進めております。

また、国民文化祭を盛り上げるためのプレイベントとして、秋田おばこの写真で知ら

れている写真家木村伊兵衛氏の大仙市での足跡をめぐる撮影会などを計画しております。

さらに市民団体による県民参加事業として「伝統×挑戦 日本の花火 大曲の花火」と

「民謡継承祭典～民謡を次世代へ唄い踊り継ぐ～」が計画されております。市では、こ

の機会に市民が積極的に国民文化祭にかかわれるよう大仙市国民文化祭関連事業支援制

度を創設し、市民の国民文化祭応援事業を支援しながら一層の市民参加の促進に努めて

まいります。

総合図書館事業につきましては、５年目となるブックスタート事業をはじめ、３名の

子ども読書支援サポーターの配置により、支援体制の強化と学校図書館との連携に努め、

子どもの読書活動を推進してまいります。

スポーツ振興につきましては、昨年、大仙市として初めて参加した「チャレンジ

デー」に引き続き参加し、各地域や職場等で特色ある種目を取り入れながら、市民参加

率５０％を目指します。

全県５００歳野球大会につきましては、毎年参加チーム数が最多を更新し、全国にも
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紹介される本市最大のスポーツイベントとなっております。来年度も、引き続き長寿社

会におけるスポーツへの取り組みの一環として継続してまいります。

スポーツ合宿につきましては、首都圏を中心に本年度は２０団体、延べ５，１００人

余りが市内温泉施設等に宿泊しております。交流人口の拡大や経済的な効果も期待でき

ることから、引き続き招致に努めてまいります。

文化財保護につきましては、文化遺産の保護と活用による地域振興を図るため、旧池

田氏本家庭園内の米蔵の修復と受付施設が９月に完成するほか、秋田県では初の登録有

形民俗文化財となる「南外の仕事着」の企画展や、払田柵跡の史跡整備を進めてまいり

ます。また、鈴木空如筆の「法隆寺金堂壁画模写」が上野の東京藝術大学美術館等での

展示が決定したことから、市の文化財のさらなる情報発信に努めてまいります。

荒川鉱山跡地の保存と利活用につきましては、跡地の活用構想に基づき、本年度、個

別事業の実施計画を作成し、来年度から３カ年による事業実施を予定しており、来年度

は、遊歩道整備や 嗽 沢坑口跡の復元整備などを行うこととしております。
うがいざわ

なお、構想実現のためのメンバーにも入っていただいている秋田大学から申し出の

あった閉鎖している坑道の活用については、安全性確認のための調査結果等を踏まえ、

大学側と引き続き協議を進めております。

公文書館機能の構築につきましては、公文書や古文書などのうち歴史的価値の高いも

のを選別し保存・公開するため、西仙北地域の旧双葉小学校全体を公文書館として改修

することとし、基本設計に着手いたします。

次に、産業分野についてであります。

農業振興につきましては、先程申し上げましたように、米の生産調整の手法の見直し

を見据え、農家収入を確保し、地域農業及び農村社会が維持できるよう取り組みを進め

てまいります。

就農支援につきましては、年々就農を希望する若者が増加していることに鑑み、東部

及び西部新規就農者研修施設の整備強化と研修体制の拡充を図りながら引き続き事業を

実施し、大仙市農業の将来の担い手の育成と確保に努めてまいります。

農村整備につきましては、県営ほ場整備事業が西仙北地域「三条川原地区」及び協和
さんじようがわら

地域「山谷地区」の新規採択を含め、市内１２地区で実施される予定であり、農政の大
やま や

転換の中にあっても、引き続き生産基盤の整備を着実に進めてまいります。

林業振興につきましては、間伐事業や森林施業の集約化などに引き続き取り組むほか、
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木材産業の振興として、これまでも秋田スギ大規模製材工場の建設に対する補助や、保

育園・児童クラブ、特別養護老人ホーム「峰山荘」の改築に当たっては積極的に地域産

材の活用に努めてまいりました。今後も「道の駅協和」及び「大台スキー場」の各休憩

所新築工事において地域産材を活用する計画であり、育てる林業と豊富な木材を有効に

活用する木材産業の振興の両面から取り組んでまいります。

また、７月には、「あきた水と緑の森林祭」が中仙地域の八乙女公園を会場に開催さ

れますが、県及び関係機関と十分な協議を行い、“大仙市らしさ”を県内に発信できる

イベントとなるよう準備を進めてまいります。

商業振興につきましては、中心市街地や各地域の商店街の活性化を図るため、新規開

店者に対する支援制度を大曲以外の地域にも拡大し新たな制度として創設するほか、

がんばる商店等支援事業や商店街が管理する街路灯のＬＥＤ化に対する助成などを継続

していくこととしております。

企業支援につきましては、設備資金の融資にかかわる利子の一部補給に関し、事業拡

大や市内業者に工事発注する場合の利子補給率を従来の１．１％から１．３％に引き上

げるほか、マル仙融資制度の融資限度額３，０００万円及び運転資金の融資にかかわる

利子の一部補給をさらに１年延長し、企業経営の安定化を図ってまいります。

また、市内製造業の新製品開発や新分野進出、販路拡大、人材育成の取り組みへの支

援を継続し、産業創出や企業の競争力向上による雇用の確保・拡大を図ってまいります。

さらに、異業種間や秋田県、あきた企業活性化センター、秋田大学等支援・研究機関と

の新たな事業展開や共同研究の芽を育てる場として、大仙市企業連絡協議会の活動を引

き続き支援してまいります。

企業誘致につきましては、現在、中仙地域東長野に「株式会社大仙物流」が、大曲地

域大川西根に「エスアイアイ・プリンテック株式会社」が、それぞれ新規操業の準備を

進めており、引き続きフォローアップに努め、新規雇用の拡大に繋げてまいります。

また、秋田県企業誘致推進協議会主催の企業立地セミナーへの参加や県産業集積課へ

の職員派遣、合同企業訪問や県の大規模工業団地整備事業など、県と協調した活動を進

めてまいります。

雇用の安定と就労促進につきましては、若年者雇用や再就職支援及び継続雇用の促進

を支援する視点から雇用助成金制度の一部を改め、持続的運用を図ってまいります。ま

た、若者就職応援事業や高校生の職場研修事業、求職者・在職者スキルアップ事業、就
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職面接会などを継続実施し、若年者の地域定着を図ってまいります。

観光振興につきましては、昨年１０月から１２月まで「秋田デスティネーション

キャンペーン」が開催され、観光による交流人口の拡大に努めてまいりましたが、これ

を一過性に終わらせることなく、本年の「アフターデスティネーションキャンペーン」

にあわせ、観光モニターツアーや「駅からハイキング」等の事業を実施し、本市の魅力

である自然や景観、文化、歴史などの観光資源を全国に発信することとしております。

大仙市観光物産協会につきましては、昨年、市が実施したＰＲイベントを引き継ぎ、

自主事業として、この秋、首都圏での特産品などの物産フェアを予定しております。市

と連携し首都圏ふるさと会をはじめとする市出身者との交流を促進するとともに、物産

販売やご当地グルメの提供などを通して観光振興に取り組んでまいります。

全国花火競技大会「大曲の花火」につきましては、本年が「創造花火」誕生５０周年

となる記念すべき大会となります。昨年の京都府福知山市での事故を受け、花火観覧会

場内のレイアウトを大幅に変更し、より一層の安全で安心な大会を目指すとともに、多

くの方々に夢と感動を与えることができるよう、関係機関の協力を得ながら取り組んで

まいります。

なお、本年も引き続き東日本大震災の被災者を招待することとしております。

太田四季の村につきましては、雄大な自然に恵まれた市を代表する観光資源の一つで

あり、その中心施設である「奥羽山荘」の源泉は、近年、自噴量の低下や温度の低い状

態が続いており、燃料費等の経費が経営を圧迫している状況にあることから、新たな源

泉の掘削に着手することとしております。

次に、都市基盤分野についてであります。

都市計画道路中通線につきましては、市道四ツ屋大曲線の接続箇所から大曲駅前第二

地区土地区画整理事業区域内の残りの区間の道路築造・舗装工事を実施いたします。

また、駅東線までの中通線街路整備事業については、用地補償業務を来年度で完了さ

せ、下層路盤工までの築造工事に着手してまいります。

大曲駅から新病院前までを区間とする大曲駅前通り線歩道無散水融雪設備設置工事に

つきましては、本年度の北街区の整備に引き続き、来年度は南街区側の設備工事を実施

し完成を目指します。

大曲駅前第二地区土地区画整理事業につきましては、大花町地区の建物移転のほか、

区画道路新設、街区整地、水路新設及び上下水道の各工事を進めてまいります。
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道路事業につきましては、平成２６年度を「メンテナンス元年」と位置付け、単独事

業、補助事業とも道路の維持管理に予算を大幅にシフトしております。

単独事業では、これまでの道路改良及び道路維持管理ごとの地域枠配分を改め、地域

の実情にあわせ、舗装オーバーレイ工事等について重点的に計上したほか、さらに道路

維持体制を強固なものとするため、直営の維持職員と機材の充実を図り、未舗装道路の

早期解消と路面補修の迅速化を進めてまいります。

補助事業では、平成２４年度の国の補正予算時に創設された「防災・安全交付金」を

積極的に活用し、幹線道路の改良や予防修繕、歩道の整備等を実施してまいります。

幹線道路の改良事業につきましては、南外地域と西仙北地域を結ぶ南外１号線の改良

工事を引き続き進めるほか、長年の懸案でありました市役所前通線の未改良区間の改良

と歩道消融雪施設の整備を実施してまいります。

幹線道路の維持補修については、これまでの対症療法的な維持修繕から予防補修によ

る長寿命化を図るべく、本年度実施した路面性状調査の結果を踏まえた路面修繕事業と

橋梁長寿命化計画に基づく橋梁修繕事業に着手いたします。

なお、平成２４年度繰越事業により着手した仙北１号線と追分板杭線の通学路につい

ては、引き続き整備を進め、追分板杭線は平成２６年度内の完成を目指してまいります。

上水道事業につきましては、県の大曲橋架け替え工事に伴う既存の導水管・配水管の

撤去工事のほか、配水管の布設工事及び老朽化に伴う配水管の改良工事、大曲駅前第二

地区土地区画整理事業に伴う配水管の移設工事を実施いたします。

また、宇津台浄水場更新事業については、実施設計等を実施してまいります。

簡易水道事業につきましては、西仙北地域の木原田地区に対し、隣接する大沢郷地区
き はら だ

簡易水道からの配水管布設工事を実施し、来年度中の給水開始を目指しております。

協和地域においては、中央地区簡易水道の浄水施設等更新事業を来年度から３カ年の

継続事業として実施するほか、淀川地区簡易水道については、水源予定地の地質調査及

び実施設計等を実施いたします。

仙北地域の中央地区においては、水量・水質ともに悪化しておりますが、公営簡易水

道事業導入についての住民アンケート調査の結果、加入同意率が高かったことから事業

に着手することとし、水源の調査等を実施いたします。

公共下水道事業につきましては、整備事業の長期化に伴う弊害を解消し、市民ニーズ

に迅速に対応していくことが喫緊の課題となっております。
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このため県の整備構想見直しに合わせて、本市の生活排水処理整備構想についても抜

本的に見直しを図ることとし、現在の集合処理型整備については平成３０年度で終了し、

平成３１年度以降の予定地区については、性能が向上し集合処理型整備と同等の効果が

期待できる合併処理浄化槽による整備区域に変更することとしております。

なお、この見直しに伴い、集合処理型整備区域以外の全市を対象に、来年度から浄化

槽設置整備事業費補助金の市単独嵩上げ分をさらに引き上げることとし、浄化槽による

市全体の水洗化の推進を図ってまいります。

現在継続中の下水道整備事業につきましては、大曲、神岡及び南外の３地域の整備を

引き続き実施するとともに、長寿命化にかかわる協和中央浄化センターの実施設計と刈

和野及び強首浄化センターの計画策定を実施してまいります。

農業集落排水事業につきましては、協和地域の峰山荘移転改築工事に伴い、管路の延

伸工事を実施するとともに、施設の長寿命化にかかわる機能診断調査を実施してまいり

ます。

次に、環境・安全分野についてであります。

消防団につきましては、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化にかかわる法

律」の施行に伴い、団員の処遇改善を図るため、年報酬、災害出動手当を来年度から引

き上げることとしております。

なお、この度、本市消防団が財団法人日本消防協会から消防団として最高の栄誉であ

る「特別表彰『まとい』」を受章することとなり、今月２８日に日本消防会館において

表彰式が開催されます。

消防施設につきましては、経年劣化した小型動力ポンプ付き積載車など２台を更新し、

神岡、西仙北地域に各１台を配備するほか、小型動力ポンプ３台更新し、中仙、協和、

太田地域に各１台を配備いたします。

大仙市地域防災計画につきましては、東日本大震災を経験し、市における想定地震被

害や日本海沿岸部の津波被害を想定しての後方支援活動のあり方を含め、計画の大幅な

見直しを図る必要に迫られたことから、これまで改訂作業を進めてまいりました。１月

１７日の第３回大仙市防災会議において、新たな地域防災計画が決定されたことから、

今後、計画の概要版を市内全戸に配布し、市民の皆様にお示しする予定としております。

防災対策につきましては、災害に強いまちづくりを推進するため、自主防災組織の新

規設立を重点課題として捉え、組織の立ち上げに関する具体的な支援を強化してまいり
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ました。その結果、平成２４年度末で３４．３％であった自主防災組織の組織率は、１

月末現在４６．６％となっており、今後も必要な支援を続け、組織率の向上を図ってま

いります。

空き家対策につきましては、空き家等の適正管理に関する条例に基づく指導や勧告な

どにより、危険家屋等の解体について成果が上がっております。空き家全体の数も条例

施行以降の約２年間で１２．４％減少しており、今後も空き家等の適正管理について施

策を進めるとともに、国・県については、空き家に関するより大きな枠組みづくりや費

用の助成について要望してまいります。

交通安全対策につきましては、交通事故防止のため、主要通学路に来年度から２カ年

でグリーンベルトを設置し、通行車両に通学路であることを視覚的に認識させて減速を

促し、通学する児童生徒の安全を確保いたします。

住宅環境の整備につきましては、住宅・建築物の耐震改修にかかわる助成を継続する

ほか、住宅リフォーム支援事業については、市民ニーズの高い助成制度となっているこ

とから、新たに一般住宅における雪の被害を未然に防ぐための、いわゆる雪対策工事を

補助対象に加えるなど、補助金額の上限を含め交付要綱の見直しを図りながら引き続き

実施してまいります。

市営住宅につきましては、公営住宅等長寿命化計画に基づき、耐久性の向上と予防保

全的維持改善を進めていくほか、耐震性が低いと判定された大曲地域の上大町市営住宅

の耐震化工事と、老朽化に伴う西仙北地域の天神前市営住宅の建て替え事業に着手いた

します。

公共施設への再生可能エネルギーの導入につきましては、大曲西、平和、西仙北、中

仙、協和、仙北、太田の各中学校に太陽光発電・蓄電池システムを導入することとして

おります。

秋田県環境保全センターにおける県による岩手県野田村からの不燃物の受け入れにつ

きましては、受け入れ開始日の昨年４月２２日から受け入れ終了日の昨年１２月１８日

までの約８カ月間の総受け入れ量は２万３，３８１ｔとなっており、放射性廃棄物等の

測定結果は、基準値を大きく下回る結果となっております。

なお、受け入れ終了後の安全性の確保について、県では今後も放射性物質等の測定を

継続していくことと伺っております。

一般廃棄物の減量化につきましては、昨年３月改定の大仙市一般廃棄物処理基本計画
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に基づき、衣服やタオルなどの古布類の再資源化を推進するため、現在燃やせるごみと

して収集されております古布類の計画収集を年３回実施し、廃棄物の減量化・再資源化

を進めてまいります。

一般廃棄物最終処分場の廃止事業につきましては、埋め立てが完了した旧市町村設置

の７カ所について、廃止に向けた基礎調査を実施し、年次計画立案に向けた作業を進め

てまいります。

大曲仙北広域市町村圏組合による新火葬場の建設につきましては、来年４月の供用開

始に向けて、本年度完了した実施設計に基づき、来年度は本体建築工事及び火葬炉設備

工事等を進めていくこととしております。

消費者行政の推進につきましては、高齢者を狙った悪質商法や通信サービスのトラブ

ル、食品の偽装表示など多様化する消費者問題に対応するため、相談体制の充実と消費

者教育、啓発活動を継続的に強化してまいります。

次に、地域情報・交流分野についてであります。

コミュニティＦＭ局の開局につきましては、運営主体となる株式会社ＴＭＯ大曲が無

線局免許の申請などの手続きに入るとともに、市では、送信所アンテナなどの整備を行

うこととしております。また、８月に第８８回「大曲の花火」に合わせたイベントＦＭ

放送の実施を予定しており、地域に密着した放送の良さを市民にＰＲしながら、来年８

月の開局を目指して事業を進めてまいります。

市民活動の推進につきましては、市街地再開発事業で北街区に整備される複合商業棟

２階に、多彩な交流や市民活動ができる「大仙市市民活動交流拠点センター」を開設し、

行政サービスの提供や市民活動支援スペース、オープンスペースなどを設け、市民活動

や交流をサポートしてまいります。

なお、本施設については、その機能が有効に発揮されるよう、開設にあわせ企画部男

女共同参画・交流推進課が移転し、施設の管理も含め業務を行うこととしております。

男女共同参画につきましては、来年度が「大仙市男女共同参画プラン」の見直し時期

に当たることから、地域の実情や時代のニーズに応じた内容への改定作業を進めてまい

ります。また、昨今、デートＤＶやストーカー行為が社会問題となっていることから、

若年層に対する予防教育にも力を入れてまいります。

国際交流の推進につきましては、一昨年から中断している友好交流都市韓国唐津市と
たんじん

の交流再開については、今後も再開の努力を続けていくほか、国際教養大学との地域連
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携プログラム協定に基づく留学生と市内小・中学校の児童生徒並びに幼稚園・保育園児

による交流や国際フェスティバル、国際交流員による出前講座については、事業内容の

充実を図ってまいります。

地域間交流につきましては、各地域とのこれまでの交流・連携を引き続き推進するほ

か、災害時相互応援協定を結ぶ神奈川県座間市との交流については、経済、文化などの

分野にも交流が拡大するよう検討してまいります。

少子化対策としての結婚支援につきましては、３年目を迎える市民との協働プロジェ

クトによる「街コン」イベントについて、内容を再検討しながら継続するとともに、定

期的な結婚相談会を開催し、未婚者の結婚支援に、より深く対応できる体制を整えてま

いります。

次に、計画の推進に当たっての基本的な考え方についてであります。

これまで、市の主要課題等と来年度の当初予算案並びに主な施策の概要について申し

上げてまいりましたが、これらの課題を解決し、施策を推進していくためには、行政側

の推進体制の強化と、まちづくりに対する市民の積極的な参画や住民自治組織などの活

性化が重要と考えております。

地方分権改革が進められ、国の義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大が図ら

れる中、地方自治体はこれまで以上に自己決定・自己責任による行政運営が求められて

おります。

このようなことから、市では、さらなる職員の意識改革を促し、複雑・高度化する行

政需要に対し、それぞれがコスト意識やチャレンジ精神を持ち、市民感覚や創造力あふ

れる職員となることで、組織そのものの強化を図り、さらに質の高い行政サービスの提

供により市民満足度の向上に努めてまいります。

市民の積極的な参画につきましては、自治運営の基本原則となる、いわゆる「自治基

本条例」の制定に向けた作業を本格化してまいります。この条例は、まちづくりにおけ

る市民参画のあり方を明らかにし、まちづくり活動に市民が参画しやすくするための

ルールを規定するものであり、市民の皆様にも参画いただきたく策定委員会などで活発

な論議を期待しているところであります。

また、地域振興事業、いわゆる地域枠予算や「がんばる集落」活性化支援事業等を引

き続き実施し、自治組織の維持・活性化に向けた取り組みを支援することで、持続可能

な自治組織の育成を促進してまいります。
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なお、今後は、職員も地域の一員として、各々の居住する地域の行事や課題の解決に

積極的に参加するよう努めてまいります。

自治会単位などで組織された納税貯蓄組合への補助金につきましては、組合連合会の

解散により本年度限りで終了することとしておりますが、来年度からは自治会等の活動

の支援を拡充することにより、今後も税の啓発活動等を推進してまいります。

むすびになりますが、私は、本市の直面する各種課題の解決に向け、情熱と判断力を

失うことなく、これまで申し上げてまいりました諸施策の取り組みを着実に推進してま

いりたいと存じます。

先月、本市としては初めてとなる「中学生議会」が開催されました。中学生の市政に

対する真摯な思いに胸を熱くし、また、市の将来を担う中学生に頼もしさを感じた一日

でありました。

作家の司馬遼太郎氏は「二十一世紀に生きる君たちへ」という文章の中で、「人間は

社会をつくって生きている、社会とは支え合う仕組みである」、「助け合うということ

が人間にとって大きな道徳であり、助け合うという気持ちや行動のもとのもとは、いた

わりという感情であり、他人の痛みを感じることであり、やさしさである」、そして

「自分にきびしく相手にはやさしくという自己を確立せよ」と述べております。

これは、小学生の教科書用に書き下ろされたものでありますが、我々大人へのメッ

セージでもあり、人口減少・少子高齢社会を生き抜き、市民憲章に謳う「いきいきと暮

らせる１００年都市」を目指すための理念とも言えるのではないでしょうか。

今、市民のために「何が必要で、何をなすべきなのか」を常に考え、しっかりと支え

合う社会の仕組みづくりを進めることで、市民一人ひとりが地域への誇りと将来への希

望を持ち、健やかに暮らせる地域社会を次代につないでまいりたいと考えておりますの

で、市民の皆様並びに議員各位のさらなるご支援とご協力をお願い申し上げまして施政

方針とさせていただきます。ありがとうございます。

【栗林市長 降壇】

○議長（橋村 誠） この際、暫時休憩いたします。再開は１１時半にいたします。

午前１１時２０分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１１時３０分 再 開

○議長（橋村 誠） 休憩前に引き続き、会議を開きます。
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○議長（橋村 誠） 次に、日程第５、議案第２号から日程第４３、議案第４０号までの

３９件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。元吉総務部長。

【元吉総務部長 登壇】

○総務部長（元吉峯夫） それではご説明を申し上げます。

資料Ｎｏ．１の議案書をお願いいたします。

はじめに、１ページと２ページになります。

議案第２号、大仙市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部を改正する条例の制定

につきましては、高年齢の職員が公務の運営に支障がない範囲において休業することが

できる高齢者部分休業制度について、条例において休業の承認期間を定めておりますが、

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律」、いわゆる地域主権改革一括法が公布され、地方公務員法が改正され、条例

において定める事項が承認年齢に改められたことに伴い、休業承認年齢を５５歳以降と

規定するもので、平成２６年４月１日から施行するものであります。

次に、３ページと４ページになります。

議案第３号、大仙市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条

例の制定については、全国的に消防団員が減少傾向にあり、本市においても安定的な団

員の確保が喫緊の課題となっていることから、団員確保のため、一般団員の定年を６５

歳から幹部団員と同じく７０歳に引き上げるもので、公布の日から施行し、今年度中に

定年となり、平成２６年３月３１日をもって退職する団員から適用するものであります。

次に、５ページと６ページになります。

議案第４号、大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例の制定（消防団員関係）については、消防団を中核とした地域防災

力の充実強化に関する法律が施行されたことに伴い、本市における消防団の活動の充実

強化のため、消防団員の処遇改善を図るもので、消防団員の年報酬を引き上げるほか、

出場及び警戒手当の額を日額４千円から４，４００円に、誤報等により業務を要しな

かったときの手当の額を２千円から２，２００円に引き上げ、平成２６年４月１日から

施行するものであります。

次に、７ページと８ページになります。
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議案第５号、大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例の制定（農村地域工業等導入実施計画審議会委員関係）については、

これまで農村地域工業等導入実施計画審議会委員の報酬について、条例中の「その他の

特別職の職員」の規定で運用しておりましたが、当該委員の報酬、日額６，１００円を

条例に明示し、公布の日から施行するものであります。

次に、９ページと１０ページになります。

議案第６号、大仙市世代交流福祉施設条例の一部を改正する条例の制定については、

西仙北地域の土川世代交流福祉館を、施設の老朽化や近隣に同種の集会施設（半道寺三

世代交流館）が新設されたことに伴い、平成２６年４月１日から廃止するものでありま

す。

次に、１１ページと１２ページになります。

議案第７号、大仙市児童館及び児童センターに関する条例の一部を改正する条例の制

定については、公共施設見直し計画に基づき、大曲地域の伊岡児童館を地元自治会に譲

渡するため、平成２６年４月１日から廃止するものであります。

次に、１３ページと１４ページになります。

議案第８号、大仙市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例の制定については、

地域主権改革一括法により社会教育法が改正され、社会教育委員の委嘱基準が条例に委

任されたことから、これを条例規定するほか、改正に伴う条文整理を行うもので、所要

の経過措置を設け、平成２６年４月１日から施行するものであります。

次に、１５ページと１６ページになります。

議案第９号、大仙市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制定については、

地域主権改革一括法により地方青少年問題協議会法が改正され、青少年問題協議会の委

員の任命基準が条例に委任されたことから、これを条例規定するもので、平成２６年４

月１日から施行するものであります。

次に、１７ページと１８ページになります。

議案第１０号、大仙市公園条例の一部を改正する条例の制定については、協和地域の

協和境地区に整備した一般公園を苅谷沢コミュニティガーデンとして、平成２６年４月
かり や ざわ

１日から供用を開始するものであります。

次に、１９ページと２０ページになります。

議案第１１号、大仙市簡易水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定
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については、西仙北地域の組合営水道の木売沢・金山沢簡易水道及び江原田小規模水道
き うりざわ かなやまざわ え ばら だ

が、恒常的な水量不足に悩まされていることや施設の経年劣化のため、これらの組合営

水道の区域を市営の大沢郷地区簡易水道の給水区域に加えるもので、規則で定める日か

ら施行するものであります。

次に、２１ページと２２ページになります。

議案第１２号、大曲市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する

条例の制定については、大曲地域において整備中の第７負担区の下水道の供用を開始す

るとともに、受益者負担金を１㎡当たり４３０円とし、平成２６年３月３１日から施行

するものであります。

なお、供用を開始する区域は、幸町の全部及び富士見町、福田町、大花町、大曲通町、

花館字田ノ尻、花館字安本、飯田字家ノ前、小貫高畑字曽四川並びに川目字町北の各一

部であります。

次に、２３ページから２７ページまでになります。

議案第１３号、大仙市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例の制

定については、国家公務員退職手当法及び同法施行令が改正され、国家公務員において

は早期退職募集制度が導入されておりますが、地方公務員においても早期退職募集制度

の導入が求められいることから、当市でも、これまでの勧奨退職制度を廃止し、早期退

職募集制度を導入するもので、対象となる職員の範囲、その他募集等に関し必要な事項

を定め、平成２６年４月１日から施行するものであります。

次に、２８ページから３２ページまでになります。

議案第１４号、大仙市公益通報条例の制定については、市の事務事業や当該事務事業

にかかわる受託業務、指定管理者の業務において、市の公益を害する事実を早期に是正

し、もって市政運営の公正性の確保と透明性の向上及び市民生活の安定に資することを

目的に「大仙市公益通報条例」を制定するもので、公益通報に関する基本的な事項を定

めるほか、公益通報者の保護に関する事項、公益通報の調査及び審査に当たる公益通報

委員会の設置、是正の措置、処理状況の公表等に関する規定を整備し、平成２６年４月

１日から施行するものであります。

次に、３３ページから３６ページまでになります。

議案第１５号、大仙市市民活動交流拠点センター条例の制定については、大曲通町地

区第一種市街地再開発事業で北街区に整備される複合商業棟に、多くの人々が集い、多



- 31 -

彩な交流や市民活動ができる拠点として「大仙市市民活動交流拠点センター」を設置す

るもので、施設の構成、利用形態、使用料等に関する規定を整備し、平成２６年４月１

日から施行するものであります。

なお、大仙市健康文化センター「ペアーレ大仙」内に設置している市民活動支援セン

ターについては、その機能を発展的に集約することから本条例の附則において条例を廃

止するほか、同センターの男女共同参画活動拠点コーナーについては、新施設に移設す

るものであります。

また、企画部の男女共同参画・交流推進課については、事務事業の推進や施設の管理

などのため、施設の設置にあわせて大曲庁舎から移設することとしております。

次に、３７ページから３９ページまでになります。

議案第１６号、大仙市鳥獣被害対策実施隊条例の制定については、鳥獣による農林水

産業等にかかわる被害の防止のための特別措置に関する法律第９条第１項の規定に基づ

き、対象鳥獣の捕獲及び駆除、その他鳥獣による被害防止施策を実施するため、「大仙

市鳥獣被害対策実施隊」を設置するもので、隊員の任命、職務等に関し必要な事項を定

めるほか、附則において大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関す

る条例の一部を改正し、隊員の報酬として日額４千円を条例規定するもので、今後策定

する大仙市鳥獣被害防止計画の公表の日から施行するものであります。

次に、４０ページから４４ページまでになります。

議案第１７号、大仙市子ども条例の制定については、子どもの権利が尊重される社会

の実現に資することを目的に「大仙市子ども条例」を制定するもので、「支え合い、と

もに生きる健やか安心大仙」の実現を目指し、子どもの権利や、子ども及び子育て支援

に関する市の責務並びに保護者、地域住民等の責務、地域全体で子どもを健やかに育む

ための施策を総合的に推進するための基本事項を定め、所要の経過措置を設け、公布の

日から施行するものであります。

次に、４５ページと４６ページになります。

議案第１８号、障害者自立支援法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定については、障害者自立支援法の一部が改正され、法律の題名が「障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律」、いわゆる障害者総合支援法に改められ

たことなどに伴い、関係条例の所要の改正を行うもので、一部を除き、公布の日から施

行するものであります。
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次に、４７ページと４８ページになります。

議案第１９号、大仙市豊岡へき地診療所設置条例を廃止する条例の制定については、

中仙地域の豊岡へき地診療所は、これまで地域医療を担ってまいりましたが、一定の役

割を終えたことから、平成２６年４月１日から廃止するものであります。

次に、４９ページから６０ページまでになります。

議案第２０号、市道の路線の認定及び廃止については、事業の完了に伴い、市道６７

路線を認定し、５８路線を廃止するものであります。

次に、６１ページと６２ページになります。

議案第２１号及び議案第２２号については、既に議会の議決をいただいている平成

２５年度特別会計に平成２５年度一般会計から繰り入れる事業資金の額の上限額を変更

するもので、議案第２１号の老人デイサービス事業特別会計については１，９８２万７

千円以内から８０１万２千円増額し２，７８３万９千円以内に、議案第２２号のスキー

場事業特別会計については７，３９６万４千円以内から５９３万１千円増額し

７，９８９万５千円以内に改めるものであります。

次に、６３ページから６９ページまでになります。

議案第２３号から議案第２９号までの７件については、平成２６年度各特別会計に平

成２６年度一般会計から事業資金を操り入れるもので、各特別会計への繰入額を、議案

第２３号、簡易水道事業特別会計は５億３４０万７千円以内、議案第２４号、公共下水

道事業特別会計は７億５，９９７万６千円以内、議案第２５号、特定環境保全公共下水

道事業特別会計は４億４，２２４万３千円以内、議案第２６号、特定地域生活排水処理

事業特別会計は９５５万７千円以内、議案第２７号、農業集落排水事業特別会計は８億

７，０４２万８千円以内、議案第２８号、老人デイサービス事業特別会計は２，１５７

万３千円以内、議案第２９号、スキー場事業特別会計は７，４３５万１千円以内とする

ものであります。

続いて、資料Ｎｏ．２の平成２５年度大仙市補正予算〔３月補正〕をご覧願います。

１ページになります。

議案第３０号、平成２５年度大仙市一般会計補正予算（第７号）について、ご説明を

申し上げます。

今回の補正予算は、事業費の確定に伴う補正及び各特別会計への繰出金並びに財政調

整基金積立金などについて補正を行うもので、歳入歳出予算の総額に、それぞれ２億
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３，８８９万円を追加し、補正後の予算総額を５００億８，１１０万７千円とするもの

であります。

また、繰越明許費については、県営林道事業費及び高能率生産団地路網整備事業費な

ど計７件の設定について、債務負担行為の補正については、鞠子苑指定管理料及び大曲

地域職業訓練センター指定管理料など計２３件の追加と、電子計算システム更新経費の

変更をお願いするものであります。

はじめに、補正予算の概要について、事項別明細書により、歳入から順にご説明を申

し上げます。

１４ページになります。

１０款地方交付税は、普通交付税及び特別交付税として２億４，９０２万円の補正、

１２款分担金及び負担金は、移動通信用鉄塔施設整備費分担金として８２万４千円の減

額補正、１３款使用料及び手数料は、移動通信用鉄塔施設使用料として４３万円の減額

補正、１４款国庫支出金は、国民健康保険保険基盤安定負担金及び障がい福祉サービス

事業費負担金などとして、合わせて１億１，２３６万３千円の減額補正、１５款県支出

金は、秋田県生活バス路線等維持費補助金、豪雪対応地域福祉特別対策事業交付金など

として、合わせて５，６５１万円の補正、１６ページになります。

１６款財産収入は、各種基金の預金利子及び土地売払収入として、合わせて

４，１４８万６千円の減額補正、１７款寄附金は、企画費寄附金及び教育費寄附金など

として、合わせて５，２３９万７千円の補正、１８ページになります。

１９款繰越金は、前年度繰越金として１億３，２０５万１千円の補正、２０款諸収入

は、芸術文化振興基金助成金及び分収交付金などとして、合わせて４，２７１万５千円

の補正、２１款市債は、峰山荘整備事業債及び地域中核病院整備事業債などとして、合

わせて１億３，８７０万円の減額補正であります。

次に、歳出についてご説明を申し上げます。

２１ページになります。

１款議会費は、６５６万５千円の減額補正で、内容としては、議員報酬・期末手当及

び共済費は、今年度に議員報酬月領を減じたことによって確定した共済負担金として、

５２３万１千円の減額補正、議会活動費は、交付額の精算によるもので１３３万４千円

の減額補正であります。

２２ページになります。
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２款総務費は３億５，０３０万２千円の補正で、主な内容としては、地域交通対策事

業費は、市内１１路線のバス運行事業者への補助金として７，６６３万５千円の補正、

財政調整基金積立金は、今年度の積み増し分と基金預金利子の積み立て分として１億

５，０５３万７千円の補正、地域雇用基金積立金は、今年度の積み増し分として

５，０００万円の補正であります。

２４ページになります。

３款民生費は２億７２６万２千円の補正で、主な内容としては、障がい福祉サービス

給付費は、生活介護や施設入所支援などの利用者増加分及び平成２４年度事業費の確定

に伴う国庫負担金精算金として２，２９１万円の補正、峰山荘移転改築事業費補助金は、

社会福祉法人大仙ふくし会が事業主体となって平成２５年度と２６年度の２カ年で実施

する事業に対する補助金でありますが、２５年度実施予定の本体工事が２６年度に繰り

延べになったことによる１億５，５００万２千円の減額補正、生活扶助費等は、生活保

護費と支援給付費の実績見込み及び平成２４年度事業費の確定に伴う国庫負担金精算金

として６，８８５万３千円の減額補正であります。

４款衛生費は３，９６１万８千円の減額補正で、主な内容としては、地域中核病院移

転改築事業費補助金は、仙北組合総合病院の移転改築の事業費確定に伴うもので

１，２５２万９千円の減額補正、特定不妊治療・不育症治療費補助金は、申請の実績見

込みによる増加分として１７０万円の補正、浄化槽設置整備事業費補助金は、設置補助

の実績見込みに伴うもので１，１０６万７千円の減額補正であります。

２６ページになります。

６款農林水産業費は２，６３６万４千円の補正で、主な内容としては、農地集積協力

金事業費は、国の採択を受け、人・農地プランに位置付けられる中心経営体に対し農地

集積に協力した農地の出し手に対する補助金として８，５００万１千円の補正、経営拡

大支援事業費は、農業法人の規模拡大や複合部門の推進に必要な農業設備機械等の購入

に対する県補助の実績見込みに伴うもので１，５１８万４千円の減額補正、農業体質強

化基盤整備促進事業費は、国の採択を受け、農地の区画拡大や暗渠排水の整備の事業費

確定に伴うもので１，７２０万５千円の減額補正であります。

７款商工費は２９３万５千円の減額補正で、主な内容としては、中小企業振興緊急経

営安定資金融資利子補給金は、今年度の振興融資斡旋制度を利用した設備投資以外の資

金融資における利子補給額の実績見込みに伴うもので１，７００万円の減額補正、道の
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駅協和休憩施設整備事業費は、県が交付する木造公共整備費補助金を活用し、道の駅協

和に木造の休憩施設を建築する経費として１，４０３万２千円の補正であります。

２８ページになります。

８款土木費は８４３万９千円の減額補正で、主な内容としては、南外１号線道路改良

事業費は、今年度の社会資本整備総合交付金事業費が確定したことに伴う道路改良工事

の増額分として２，０４８万円の補正、大曲駅前通り線街路整備事業費（補助分）は、

事業費の実績見込みに伴うもので１，３９０万７千円の減額補正、公共下水道事業特別

会計繰出金は、流域下水道事業費及び公債費の実績見込みに伴う一般会計からの繰出金

として５１０万１千円の減額補正であります。

９款消防費は１，５３９万９千円の減額補正で、内容としては、大曲仙北広域市町村

圏組合負担金は、消防費にかかわる広域負担金の実績見込みに伴うもので１，２６１万

１千円の減額補正、防災対策費負担金は、県の総合防災情報システム整備事業費負担金

の確定に伴うもので２７８万８千円の減額補正であります。

３０ページになります。

１０款教育費は４，８４０万５千円の補正で、主な内容としては、学校給食事業特別

会計繰出金は、学校給食センターにおける電気料や燃料費などの施設管理費及び給食配

送車両の修繕料にかかわる繰出金として１，７１９万９千円の補正、小学校費の学校施

設管理費は、全小学校２１校の電気料及び燃料費として１，４１１万円の補正、中学校

費の学校施設管理費は、全中学校１１校の電気料及び燃料費として８６８万５千円の補

正であります。

１１款災害復旧費は３８７万５千円の減額補正で、内容としては、農業生産施設復旧

支援事業費は、昨年度の豪雪で被害を受けたビニールハウス等の復旧事業費が確定した

ことに伴うもので、８２９万９千円の減額補正、農業経営等復旧・再開支援対策事業費

は、昨年１１月の降雪で被害を受けたビニールハウス２１棟分の復旧に対する補助金と

して４４２万４千円の補正であります。

３２ページになります。

１２款公債費は９，７９１万２千円の補正で、主な内容としては、長期債元金償還金

は、民間資金から借入している長期債の繰上償還などとして１億５，３９１万２千円の

補正、長期債利子償還金は、長期債利子の確定に伴うもので５，４００万円の減額補正

であります。
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以上が一般会計であります。

続いて、３７ページになります。

議案第３１号、平成２５年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついては、後期高齢者支援金や介護納付金の額の確定及び療養給付費負担金の精算など

について補正を行うもので、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２２０万３千円を追加し、

補正後の予算総額を１０３億２，８５２万２千円とするものであります。

４２ページになります。

歳入３款国庫支出金は、療養給付費負担金及び財政調整交付金として、合わせて

４８６万３千円の減額補正、４款療養給付費交付金は１６５万６千円の減額補正、５款

前期高齢者交付金は２４８万５千円の減額補正、６款県支出金は、都道府県財政調整交

付金として９７万９千円の減額補正、８款財産収入は、財政調整基金預金利子として

１３万４千円の補正、９款繰入金は、財政調整基金繰入金及び保険基盤安定繰入金など

として、合わせて８，１２３万２千円の減額補正、１０款繰越金は、前年度繰越金とし

て８，８００万８千円の補正、１１款諸収入は、医療費返還金として５２７万６千円の

補正であります。

４５ページ、歳出２款保険給付費は、財源振替の補正、４６ページ、３款後期高齢者

支援金等は、社会保険診療報酬支払基金に対する後期高齢者支援金の額が確定したこと

によるもので５１５万３千円の減額補正、６款介護納付金は、社会保険診療報酬支払基

金に対する納付金の額が確定したことによるもので２９０万９千円の減額補正、４８

ページ、１０款諸支出金は、平成２４年度分の一般被保険者療養給付費負担金の精算に

伴う返戻金として７３６万４千円の補正、１１款基金積立金は、財政調整基金の利子積

立金として１３万４千円の補正、５０ページになります。１２款予備費は、今後の医療

費増加に対応するため２７６万７千円の補正であります。

次に、５１ページになります。

議案第３２号、平成２５年度大仙市土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）に

ついては、長期債元金の借換えや利子償還金の確定に伴う補正を行うもので、歳入歳出

予算の総額にそれぞれ２億７，３１２万７千円を追加し、補正後の予算総額を２５億

５，１７７万２千円とするものであります。

また、繰越明許費については、住宅市街地総合整備事業費の設定をお願いするもので

あります。
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５８ページになります。

歳入４款繰入金は、一般会計繰入金として１５７万３千円の減額補正、８款市債は、

事業債の借換えを行うもので２億７，４７０万円の補正であります。

歳出２款公債費は２億７，３１２万７千円の補正で、内容としては、長期債元金償還

金は、民間資金から借入れしている長期債の借換えを行うものとして２億７，８１２万

７千円の補正、長期債利子償還金は、利子の確定に伴うもので５００万円の減額補正で

あります。

○議長（橋村 誠） 議案審議の途中でありますが、この際、昼食のため暫時休憩いたし

ます。再開は午後１時といたします。

午後 ０時００分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午後 １時００分 再 開

○議長（橋村 誠） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

引き続き、提案理由の説明を求めます。元吉総務部長。

【元吉総務部長 登壇】

○総務部長（元吉峯夫） それでは、ご説明を申し上げます。

その前に、先程の申し訳ございませんが、発言の訂正をさせていただきたいと思いま

す。

先程、議案第３０号、平成２５年度大仙市一般会計補正予算（第７号）の２４ページ

の３款民生費の補正額につきまして、「２億７２６万２千円の補正」と申し上げました

が、「２億７２６万２千円の減額補正」の誤りですので、お詫びして訂正いたします。

それでは、引き続き、補正予算書の６１ページをお願いいたします。

議案第３３号、平成２５年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第６号）につい

ては、電気料や燃料費にかかわる管理運営費及び調理運搬業務委託経費などについて補

正を行うもので、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１，７３２万１千円を追加し、補正後

の予算総額を１０億２，７８８万円とするものであります。

また、継続費の補正については、西部学校給食センター整備事業費の変更をお願いす

るものであります。

６８ページの歳入２款繰入金は、一般会計繰入金として１，７１９万９千円の補正、

５款市債は、学校給食センター整備事業債として１２０万円の減額補正、６款国庫支出
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金は、学校施設環境改善交付金として１３２万２千円の補正であります。

歳出１款給食事業費は１，７３２万１千円の補正で、主な内容としては、管理及び運

営費は、全学校給食センター（７センター）の電気料及び燃料費として１，５２３万７

千円の補正、調理運搬業務委託経費は、人件費の増加に伴う社団法人大仙市学校給食協

会への委託料として１４３万円の補正であります。

次に、７３ページになります。

議案第３４号、平成２５年度大仙市奨学資金特別会計補正予算（第１号）については、

奨学資金貸付金の実績見込み及び奨学基金積立金について補正を行うもので、歳入歳出

予算の総額からそれぞれ２７６万２千円を減額し、補正後の予算総額を３，０９３万円

とするものであります。

７８ページの歳入１款財産収入は、奨学基金預金利子として８千円の補正、２款寄附

金は２万円の補正、３款繰入金は、奨学基金繰入金として２７９万円の減額補正であり

ます。

歳出１款奨学資金事業費は２７６万２千円の減額補正で、内容としては、奨学資金貸

付金は、貸付対象者の実績見込みに伴うもので２７９万円の減額補正、奨学基金積立金

は、基金利子及び寄附金を基金に積み立てるもので２万８千円の補正であります。

次に、８１ページになります。

議案第３５号、平成２５年度大仙市簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）につい

ては、長期債利子償還金の実績見込みに伴う補正を行うもので、歳入歳出予算の総額か

らそれぞれ９０万円を減額し、補正後の予算総額を１０億９，２８５万５千円とするも

のであります。

８６ページの歳入６款繰入金は、一般会計繰入金として９０万円の減額補正でありま

す。

歳出３款公債費は，実績見込みに伴う長期債元金償還金として９０万円の減額補正で

あります。

次に、８９ページになります。

議案第３６号、平成２５年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

いては、事業費負担金の確定及び長期債利子償還金にかかわる補正を行うもので、歳入

歳出予算の総額からそれぞれ１，５００万１千円を減額し、補正後の予算総額を１７億

２，２４５万８千円とするものであります。
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また、繰越明許費については、流域下水道事業費負担金及び住宅市街地総合整備事業

費（補助分）の２件の設定、債務負担行為については、平成２５年度分の水洗便所改造

資金利子補給費の設定をお願いするものであります。

９７ページの歳入４款繰入金は、一般会計繰入金として５１０万１千円の減額補正、

７款市債は、流域下水道事業債として９９０万円の減額補正であります。

９８ページの歳出２款事業費は、流域下水道事業費の負担金確定に伴うもので９９０

万１千円の減額補正、３款公債費は、実績見込みに伴う長期債利子償還金として５１０

万円の減額補正であります。

次に、１０３ページになります。

議案第３７号、平成２５年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）については、事業費負担金の確定及び長期債利子償還金にかかわる補正を行

うもので、歳入歳出予算の総額からそれぞれ４００万円を減額し、補正後の予算総額を

７億５，７３４万５千円とするものであります。

繰越明許費については、流域下水道事業費負担金の設定、債務負担行為については、

平成２５年度分の特定環境保全公共下水道事業資金融資幹旋利子補給金の設定をお願い

するものであります。

１１１ページの歳入４款繰入金は、一般会計繰入金として１３１万７千円の減額補正、

５款繰越金は、前年度繰越金として１万７千円の補正、７款市債は、流域下水道事業債

として２７０万円の減額補正であります。

１１２ページ、歳出２款事業費は、流域下水道事業費の負担金確定に伴うもので

２７０万円の減額補正、３款公債費は、実績見込みに伴う長期債利子償還金として

１３０万円の減額補正であります。

次に、１１７ページになります。

議案第３８号、平成２５年度大仙市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）に

ついては、基金積立金及び実績見込みに伴う長期債利子償還金について補正を行うもの

で、歳入歳出予算の総額からそれぞれ２２８万円を減額し、補正後の予算総額を１２億

３，８４６万円とするものであります。

１２２ページ、歳入４款財産収入は、農業集落排水事業債償還基金利子として２万円

の補正、５款繰入金は、一般会計繰入金として２３０万円の減額補正であります。

歳出１款総務費は、農業集落排水事業債償還基金積立金として２万円の補正、１２４



- 40 -

ページの３款公債費は、実績見込みに伴う長期債利子償還金として２３０万円の減額補

正であります。

次に、１２５ページになります。

議案第３９号、平成２５年度大仙市老人デイサービス事業特別会計補正予算（第１

号）については、介護サービス収入の実績見込みや施設の燃料費及び修繕料について補

正を行うもので、歳入歳出予算の総額にそれぞれ６６万６千円を追加し、補正後の予算

総額を５，０５２万４千円とするものであります。

１３０ページの歳入１款サービス収入は、通所介護費収入及び通所介護自己負担金収

入などとして、合わせて７３４万６千円の減額補正、４款繰入金は、一般会計繰入金と

して８０１万２千円の補正であります。

歳出１款総務費は、施設の維持管理にかかわる経費として６６万６千円の補正であり

ます。

次に、１３３ページになります。

議案第４０号、平成２５年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第３号）につい

ては、大台スキー場の休憩施設新設にかかわる経費の補正を行うもので、歳入歳出予算

の総額にそれぞれ９５３万４千円を追加し、補正後の予算総額を８，３５６万１千円と

するものであります。

また、繰越明許費については、スキー場運営費の設定、債務負担行為の補正について

は、大台スキー場指定管理料及び大曲ファミリースキー場指定管理料の追加をお願いす

るものであります。

１４０ページの歳入２款繰入金は、一般会計繰入金として５９３万１千円の補正、５

款県支出金は、木造公共施設等整備事業費補助金として３６０万３千円の補正でありま

す。

歳出１款事業費は、スキー場運営費で、県補助金を活用して大台スキー場利用者のト

イレ付き休憩施設を新設する経費として９５３万４千円の補正であります。

以上、上程議案について一括してご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、

ご承認賜りますようお願いを申し上げます。

【元吉総務部長 降壇】

○議長（橋村 誠） 次に、日程第４４、議案第４１号から日程第６２、議案第５９号ま
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での１９件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。久米副市長。

【久米副市長 登壇】

○副市長（久米正雄） お手元の資料Ｎｏ．３、議案第４１号、平成２６年度大仙市一般

会計予算について、ご説明申し上げます。

１ページになります。

一般会計歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４７２億２，７３３万３千円で、

前年度当初予算に比べ１億７，５０２万３千円、率にして０．４％の減となっておりま

すが、合併後最大となった平成２５年度当初予算に匹敵する予算規模となっております。

また、重点施策として取り組んできております子育て支援・教育の推進・農業振興・

経済雇用対策・防災対策及び地域医療の充実をはじめとした市街地再開発事業の推進の

各項目につきましては、引き続き予算を積極的に配分し、施策の充実を図っているほか、

今後の合併特例措置の廃止・逓減などを十分に踏まえた予算としております。

それでは、歳入歳出予算の概要につきまして、ご説明申し上げます。

７ページをお願いします。

債務負担行為では、大仙市中小企業振興設備資金融資利子補給金など２件について設

定をお願いするものであります。

次に、事項別明細書により、歳入から順にご説明申し上げます。

１８ページをお願いします。

１款市税につきましては、対前年度比１．０％減の７７億４，６２０万円を計上して

おります。

主な税目としては、個人市民税は、前年度より１．３％減の２５億１，１５７万７千

円、法人市民税は、５．２％減の５億２，７９１万３千円、固定資産税は、０．８％減

の３７億９，４５９万２千円となっております。

２款地方譲与税は、地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税として、総務省の地方財

政対策などを勘案し、対前年度比１．１％減の７億６，７６３万１千円を計上しており

ます。

３款利子割交付金は、対前年度比１１１．９％増の１，３９３万８千円を計上してお

ります。

４款配当割交付金は、対前年度比７２．１％増の１，４６６万２千円を計上しており
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ます。

５款株式等譲渡所得割交付金は、対前年度比７８．８％増の２０８万３千円を計上し

ております。

２０ページになります。

６款地方消費税交付金は、４月からの消費税率改正などから、対前年度比１０．８％

増の９億８，１００万８千円を計上しております。

７款ゴルフ場利用税交付金は、大曲地域１カ所と協和地域２カ所のゴルフ場分で、対

前年度比１９．１％減の１，２９２万９千円を計上しております。

８款自動車取得税交付金は、４月からの税率改正に伴い、対前年度比３６．５％減の

９，３１７万円を計上しております。

９款地方特例交付金は、対前年度比３．４％減の２，４９６万２千円を計上しており

ます。

１０款地方交付税は、総務省の地方財政対策などを勘案し、普通交付税及び特別交付

税を合わせ、対前年度比１．１％増の１９９億３，５６９万８千円を計上しております。

１１款交通安全対策特別交付金は、対前年度比１１．３％減の１，７０２万２千円を

計上しております。

１２款分担金及び負担金は、対前年度比３．５％減の２億３，９４９万３千円を計上

しております。

２２ページになります。

１３款使用料及び手数料は、対前年度比１．８％減の４億７，２７５万４千円を計上

しております。

主な項目としては、総務使用料は、光ファイバー網使用料などとして４，２４４万７

千円、２３ページから２５ページになりますが、土木使用料は、道路占用料、市民ゴル

フ場使用料、市営住宅使用料などとして２億２８３万４千円、教育使用料は、各社会教

育施設の使用料などとして２，２８８万９千円、手数料は、戸籍手数料、諸証明手数料、

一般廃棄物処理手数料などとして１億８，１１３万８千円であります。

１４款国庫支出金は、対前年度比１５％減の５２億５，８３９万２千円を計上してお

ります。

２６ページになります。

主な項目としては、民生費国庫負担金は、障がい福祉サービス事業費負担金、保育所
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運営費負担金、児童手当負担金、生活保護費負担金などとして３８億４，２００万６千

円、民生費国庫補助金は、臨時福祉給付金支給事業費補助金、子育て世帯臨時特例給付

金給付事業補助金などとして４億８８１万５千円、土木費国庫補助金は、道路整備事業

や市街地再開発事業にかかわる社会資本整備総合交付金などとして７億５，３５５万５

千円、教育費国庫補助金は、へき地児童生徒援助費等補助金や旧池田氏庭園整備事業費

補助金などとして１億３，９６２万２千円、２８ページになりますが、委託金は、国民

年金事務委託金などとして２，１１２万３千円であります。

１５款県支出金は、対前年度比１０．４％増の４０億４，４２４万２千円を計上して

おります。

主な項目としては、民生費県負担金は、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の保険

基盤安定負担金、障がい福祉サービス事業費負担金、保育所運営費負担金などとして

１３億２，１３４万３千円、民生費県補助金は、医療給付費補助金、３０ページになり

ますが、すこやか子育て支援事業費補助金などとして５億８，６９３万２千円、衛生費

県補助金は、浄化槽設置整備事業費補助金、公共施設再生可能エネルギー等導入事業費

補助金などとして３億３，０３１万８千円、農林水産業費県補助金は、園芸メガ団地整

備事業費補助金、農業夢プラン事業費補助金、強い農業づくり交付金事業費補助金など

として１４億５，３９７万２千円、３２ページになりますが、土木費県補助金は、市街

地再開発事業費補助金などとして１億５２２万６千円、委託金は、県民税徴収交付金、

各種統計調査費委託金、ほ場整備換地事業費委託金などとして１億９，９０８万２千円

であります。

３５ページになります。

１６款財産収入は、土地貸付収入及び土地売払収入などとして、対前年度比１８．９

％減の８，６１２万円を計上しております。

３６ページになります。

１７款寄附金は、存置項目として１千円を計上しております。

１８款繰入金は、対前年度比１５５％増の２億８，５３４万３千円を計上しておりま

す。

各種基金及び財産区会計からの繰入金を計上しておりますが、財政調整基金につきま

しては、今後の財政運営を勘案し、前年度に引き続き、繰り入れは行っておりません。

３９ページになります。
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１９款繰越金は、今冬の除雪経費などを勘案し、前年度同額の３億円を計上しており

ます。

２０款諸収入は、対前年度比１６．８％減の１４億９，７０９万４千円を計上してお

ります。

主な項目としては、貸付金元利収入が９億９，３８５万４千円、４１ページになりま

すが、受託事業収入が１億９，８５０万９千円、雑入が２億９，９３３万円であります。

４７ページになります。

２１款市債は、対前年度比７．２％増の５４億３，４５９万１千円を計上しておりま

す。

主な項目としては、総務債は、庁舎改修事業債などとして６億３，８６０万円、４８

ページになりますが、民生債は、峰山荘整備事業債などとして９億２，５９０万円、衛

生債は中央斎場移転改築事業債などとして９億７，６７０万円、農林水産業債は、園芸

メガ団地整備事業債、県営ほ場整備事業債などとして４億２，４００万円、土木債は、

道路整備事業債、市街地再開発事業債などとして３億７，５２０万円、臨時財政対策債

は１７億５，４４９万１千円、退職手当債は１億５，０００万円であります。

次に、歳出について順に申し上げます。

５０ページになります。

１款議会費は３億５，２４０万１千円で、前年度当初と比べて１．２％の増となって

おります。

主な経費としては、議員報酬・期末手当及び共済費や議会活動費、議会広報発行経費

などを計上しております。

次に、５１ページから６５ページになります。

２款総務費は４９億４，５９６万２千円で、前年度当初と比べ０．６％の減でありま

す。

主な経費としては、協和庁舎・仙北庁舎耐震改修工事等の調査改修事業費やコミュニ

ティＦＭ開局準備経費、地域枠予算であります地域振興事業費、地域交通対策事業費、

町内集落会館整備事業費、電子システム更新事業費、不動産鑑定評価委託料などの予算

を計上しております。

また、新規事業として、雪対策総合計画策定費、平成２８年度からの地域計画策定に

向けた総合計画策定経費、花火産業構想調査費などを計上しております。
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６６ページから７５ページになります。

３款民生費は１３５億５，９０８万７千円で、前年度当初と比べて７．１％の増と

なっております。

主な経費としては、障がい福祉サービス給付費や高齢者生活支援サービス事業費、児

童手当、放課後児童クラブ管理運営費、生活扶助費等、それから東日本大震災の被災地

・被災者の支援等を行う復興支援事業費などを計上しております。

また、新規事業として、大仙ふくし会が整備を進める特別養護老人ホーム峰山荘移転

改築事業費補助金や消費税率引き上げに伴い国が行う臨時福祉給付費支給事業費及び子

育て世帯臨時特例給付金事業費、乳幼児が年度途中にも容易に保育所に入所できる体制

を整える乳幼児保育推進事業費などの予算を計上しております。

７６ページから８２ページになります。

４款衛生費は６４億１，８７３万２千円で、対前年度当初と比べて７．８％の増と

なっております。

主な経費としては、母子保健推進費、予防接種経費、各種検診事業などを実施するた

めの保健事業費のほか、大腸がん検診研究事業費、浄化槽設置整備事業費補助金、市内

中学校に太陽光発電・蓄電池システムを導入する公共施設再生可能エネルギー等導入事

業費、ごみ収集関係費などの予算を計上しております。

また、新規事業として、今年５月の開院予定の大曲厚生医療センターにおける救急医

療体制等を支援する救急医療運営支援事業費、同じく同センターから退院する高齢者を

優先的に受け入れる隣接の高齢者福祉施設を支援する地域中核病院連携施設支援事業費、

広域組合が事業主体で整備する中央斎場改築事業費負担金、埋め立てが終了した市内７

カ所の一般廃棄物最終処分場廃止調査事業費などを計上しております。

８３ページから８４ページになります。

５款労働費は１億４，６２０万１千円で、前年度当初に比べて１６．２％の減であり

ます。

主な経費としては、出稼対策費やシルバー人材センター補助金、大仙市雇用助成金の

ほか、求職者の就職支援としての資格取得講座及び在職者の職業訓練講習の受講を無料

とする求職者・在職者スキルアップ事業費など、引き続き就労支援を行う予算を計上し

ております。

８５ページから９６ページになります。
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６款農林水産業費は４０億４，９３５万８千円で、前年度当初と比べて４９．９％の

増であります。

主な経費としては、太田及び西仙北地域に開設している新規就農者研修施設運営費や

青年就農給付金事業費、農業夢プラン事業費、昨年度まで農地水保全管理支払交付金事

業として実施していた多面的機能支払交付金事業費、県営土地改良事業費負担金、森林

整備地域活動支援交付金事業費などを計上しております。

また、新規事業として、農業政策が大きく転換となることを踏まえ、大豆栽培に対す

る実証圃設置や生産振興助成を行う大豆栽培モデル対策事業費、中山間地におけるソバ

やブルーベリーの産地化推進助成等を行う水田機能維持支援事業費、また、農村地域の

コミュニティ維持を図る未来へつなぐ農村地域サポート事業費、そのほかＪＡが整備す

る園芸メガ団地及び園芸作物一元化集出荷施設の関連予算、中仙地域で開催される「あ

きた水と緑の森林祭」開催経費についても計上しております。

９７ページから１０３ページになります。

７款商工費は１３億８，００６万７千円で、前年度当初と比べて１８．１％の減であ

ります。

主な経費としては、市内中小企業者への経営支援策である中小企業振興融資あっせん

制度保証料補給金や融資利子補給金、中小企業融資預託金のほか、各観光施設の管理費、

観光事業推進支援金などの予算を計上しております。

また、新規事業として、協和地域の荒川鉱山跡地保存活用事業費、商店街の維持形成

を図るための新規開店応援事業費、自噴量の低下等を解消するための奥羽山荘源泉開発

事業費、首都圏における特産品販売や観光ＰＲを行う大仙市首都圏ＰＲイベント事業費

などを計上しております。

１０４ページから１１０ページになります。

８款土木費は５０億１，９２６万７千円で、前年度当初と比べて３１％の減となって

おります。

主な経費としては、市民の皆様の要望が多い小規模な道路補修等について直営ででき

る体制を新たに整えるための道路維持管理経費や各地域の道路改良事業費、また、社会

資本整備総合交付金等を活用した除雪機械購入費、道路舗装修繕や橋梁長寿命化対策及

び道路改良事業費、現仙北組合総合病院の解体をはじめ南街区の整備へ進むこととなる

市街地再開発事業費、継続事業の中通線街路整備事業費、大曲駅前通り線街路整備事業
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費、上大町市営住宅耐震化工事や天神前市営住宅の建て替えを進める地域住宅整備事業

費などの予算を計上しているほか、市民の皆様から好評をいただいております住宅リ

フォーム支援事業費につきましては、新たに克雪対策工事を補助対象に加えるなど、制

度の充実を図っております。

また、新規事業として、児童や生徒の安全を確保する通学路グリーンベルト設置事業

費を計上しております。

なお、除雪対策費については、除雪車両の車検経費などの計上となっており、今後、

９月市議会定例会において今冬の除雪体制等を踏まえた上で、通年ベースの必要な経費

を補正計上する予定であります。

１１１ページから１１４ページになります。

９款消防費は１６億６，４００万６千円で、前年度当初と比べて４．８％の減であり

ます。

主な経費としては、広域市町村圏組合消防費負担金や消防団管理運営費、消防施設維

持管理費、水害対策費、防災対策費、自主防災組織の育成や防災リーダーの養成に取り

組むための災害に強いまちづくり事業費、空き家の解体に要する補助金を盛り込んだ空

き家等対策費などの予算を計上しております。

なお、消防団員を中核とした地域防災力の充実強化を図るため、消防団員報酬及び災

害出動手当を増額したほか、活動服の更新経費についても予算計上しております。

１１５ページから１３４ページになります。

１０款教育費は４２億４，６１１万５千円で、前年度当初と比べ４．４％の増であり

ます。

主な経費としては、小・中学校及び幼稚園の管理及び教育振興にかかわる経費、生涯

学習推進費、文化財保護経費、スポーツ・レクリエーションの推進費などの予算を計上

しております。

小・中学校に生活支援員等を配置し、きめ細やかな指導を行う学校生活支援事業費や

被災地交流活動や避難所開設訓練などの防災教育を行うだいせん防災教育生き抜く力育

成事業費、各学校が特色を持った活動を行う体験学習時間支援事業費については、予算

を充実させ教育の推進を図っているほか、本年１０月に本県で開催される第２９回国民

文化祭関連経費や市内野球場のＢＳＯ掲示板の改修予算も計上しております。

また、新規事業としては、市内小・中学校施設の天井等の落下防止対策調査経費や太
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田体育館の耐震改修工事費などを計上しております。

１３５ページになります。

１１款災害復旧費は９３５万４千円で、前年度当初と比べ４０．１％の増となってお

り、道路橋りょう及び河川の災害について迅速に応急的な対応を図るための経費を計上

しております。

なお、補助分の災害復旧事業費については、災害が発生した後の国の査定結果等を踏

まえ予算計上する予定であります。

１３６ページになります。

１２款公債費は５３億８，６７８万３千円で、前年度当初と比べて６．４％減であり、

これまでの市債発行額の抑制や繰上償還などの取り組みにより減額となったものであり

ます。

１３款予備費は、前年度と同額の５，０００万円を計上しております。

次に、１６１ページから１９６ページになります。

議案第４２号、平成２６年度大仙市国民健康保険事業特別会計予算は、歳入歳出それ

ぞれ１００億６，６２２万８千円であり、前年度当初と比べ１億２９１万５千円の減と

なっております。

主な内容としては、歳入の国民健康保険税については、一般被保険者及び退職被保険

者等を合わせ２１億４，７０６万４千円を計上しております。

国保運営については、加入者の減少と一人当たりの医療費の伸びにより厳しい状況に

ありますが、地域の経済情勢等を踏まえ、一般会計からの基準外繰入等により対応する

こととしております。

なお、国保税率につきましては、後期運営安定化計画に基づき、２７年度に見直しを

計画しております。

次に、１９７ページから２１６ページになります。

議案第４３号、平成２６年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算は、歳入歳出それぞ

れ８億６，５５８万２千円であり、前年度当初と比べ４７０万９千円の増となっており

ます。

主な内容としては、原則７５歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度につい

て、広域連合と市が連携し保険料の徴収事務や保険給付を行うための事務経費のほか、

広域連合納付金などの予算を計上しております。
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次に、２１７ページから２３６ページになります。

議案第４４号、平成２６年度大仙市土地区画整理事業特別会計予算は、歳入歳出それ

ぞれ１７億６，４８１万円であり、前年度当初と比べ５億２，４５９万７千円の減と

なっております。

主な内容としては、大曲駅前第二地区土地区画整理事業費として、中通線整備工事の

ほか区画道路整備工事、建物移転補償費などに８億９，３０２万３千円を計上しており

ます。

次に、２３７ページから２６０ページになります。

議案第４５号、平成２６年度大仙市学校給食事業特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

１９億５，７４１万９千円であり、前年度当初と比べ１０億３，１１１万円の増となっ

ております。

主な内容として、西部学校給食センター整備事業費につきましては、平成２７年４月

供用開始に向けて建築工事、機械設備工事、電気設備工事、厨房設備工事などにかかわ

る経費として９億４，０３５万３千円を計上しております。

次に、２６１ページから２７２ページになります。

議案第４６号、平成２６年度大仙市奨学資金特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

３，３４５万２千円であり、前年度当初と比べ２４万円の減となっております。

主な内容としては、経済的な理由で就学が困難な方に対し奨学資金を貸付する事業で

あり、新たに大学生等２０人、高校生１０人分の奨学資金を貸付する予算などを計上し

ております。

次に、２７３ページから２９８ページになります。

議案第４７号、平成２６年度大仙市簡易水道事業特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

１２億５，５４７万１千円であり、前年度当初と比べ１億７，６６９万３千円の増と

なっております。

主な内容としては、協和中央地区簡易水道宮ヶ沢浄水場の水源新設及びろ過設備の更

新を２８年度までの継続事業として実施するほか、大沢郷簡易水道区域拡張事業や淀川

地区簡易水道水源新設事業、仙北中央地区簡易水道整備事業などの予算を計上しており

ます。

次に、２９９ページから３２２ページになります。

議案第４８号、平成２６年度大仙市公共下水道事業特別会計予算は、歳入歳出それぞ



- 50 -

れ１７億１，１１１万１千円であり、前年度当初と比べ２，８８７万８千円の減となっ

ております。

主な内容としては、下水道維持管理費のほか大曲・神岡地域の管路工事や西仙北地域

の長寿命化計画における基礎調査、また、住宅市街地総合整備事業として大曲駅前第二

地区土地区画整理事業地内の下水道整備工事などの予算を計上しております。

次に、３２３ページから３４４ページになります。

議案第４９号、平成２６年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算は、歳

入歳出それぞれ７億５，０３２万８千円、前年度当初と比べ１，１０５万円の減となっ

ております。

主な内容としては、対象地域の下水道維持管理費のほか南外地域の管路工事、西仙北

地域及び協和地域の長寿命化計画策定業務などの予算を計上しております。

次に、３４５ページから３５６ページになります。

議案第５０号、平成２６年度大仙市特定地域生活排水処理事業特別会計予算は、歳入

歳出それぞれ２，４７９万１千円であり、前年度当初と比べ８２万４千円の減となって

おります。

主な内容としては、西仙北地域及び協和地域の浄化槽維持管理などの予算を計上して

おります。

次に、３５７ページから３８０ページになります。

議案第５１号、平成２６年度大仙市農業集落排水事業特別会計予算は、歳入歳出それ

ぞれ１２億８，８５５万９千円であり、前年度当初と比べ４，５２２万１千円の増と

なっております。

主な内容としては、協和下淀川地区において峰山荘移転改築に伴う管路延伸工事を実

施するほか、これまで建設されてきた各地域の処理場等の長寿命化を図るために、９処

理区における機能診断調査を実施する経費などを計上しております。

次に、３８１ページから３９４ページになります。

議案第５２号、平成２６年度大仙市老人デイサービス事業特別会計予算は、歳入歳出

それぞれ５，１２３万２千円であり、前年度当初と比べ１３７万４千円の増となってお

ります。

主な内容としては、市直営である協和デイサービスセンターの運営経費や法人に移行

した施設の市債償還費を計上しております。
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なお、市直営デイサービス事業は、特別養護老人ホーム峰山荘の移転改築にあわせ、

平成２６年度をもって廃止する予定であります。

次に、３９５ページから４０８ページになります。

議案第５３号、平成２６年度大仙市スキー場事業特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

７，４４０万７千円であり、前年度当初と比べ４６９万円の増となっております。

主な内容としては、大曲、協和及び大台各スキー場の施設整備にかかわる経費のほか、

大曲及び大台スキー場の指定管理料を計上しております。

次に、４０９ページから４２０ページになります。

議案第５４号、平成２６年度大仙市内小友財産区特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

４３万円であり、前年度当初と同額となっております。

次に、４２１ページから４３２ページになります。

議案第５５号、平成２６年度大仙市大川西根財産区特別会計予算は、歳入歳出それぞ

れ４１万６千円であり、前年度当初と比べ７９０万円の減となっております。

次に、４３３ページから４４６ページになります。

議案第５６号、平成２６年度大仙市荒川財産区特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

２２２万６千円であり、前年度当初と比べ３７万６千円の増となっております。

次に、４４７ページから４６０ページになります。

議案第５７号、平成２６年度大仙市峰吉川財産区特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

５４０万２千円であり、前年度当初と比べ２４３万２千円の増となっております。

次に、４６１ページから４７４ページになります。

議案第５８号、平成２６年度大仙市船岡財産区特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

１９４万８千円であり、前年度当初と比べ３２万８千円の増となっております。

次に、４７５ページから４８８ページになります。

議案第５９号、平成２６年度大仙市淀川財産区特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

２７０万円であり、前年度当初と比べ７２万円の減となっております。

各財産区特別会計の主な内容としては、管理会費や総務費などの所要額を計上してお

ります。

以上、平成２６年度一般会計予算及び特別会計予算の概要を申し上げましたが、よろ

しくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

【久米副市長 降壇】
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○議長（橋村 誠） 次に、日程第６３、議案第６０号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。伊藤市立大曲病院事務長。

【伊藤病院事務長 登壇】

○病院事務長（伊藤和保） それでは、議案第６０号、平成２６年度市立大曲病院事業会

計予算について、ご説明申し上げます。

資料につきましては、同じく４８９ページからとなっておりますので、お開き願いた

いと思います。

まずはじめに、当院では平成２６年度から、これまでの外来診療に係る院内処方を、

患者さんやその付き添いの方々の病院での滞在時間の短縮や処方薬の受け取りの利便性

の向上が見込まれ、また、患者さんにとって今以上に薬剤情報が得られる院外処方に移

行するということで、院外処方箋の発行を予定しております。

これによりまして、収益的収支予算において、これまで算入しておりました外来診療

に係る処方薬の収益、それの購入費用の両方が減額となりますことから、平成２６年度

の収益的収支予算は前年度比較で１億１，３９０万１千円少ない予算となっております。

また、平成２６年度は診療報酬改定の年でありますが、予算作成時点ではまだ改定の

作業中であったため、現行の診療報酬での積算となっております。

それでは、予算の概要について申し上げます。

第２条、業務の予定量についてですが、入院では一日平均患者数を１１４人とし、年

間延べ患者数を４万１，６１０人、病床利用率で９５％と見込んでおります。

また、外来診療では、一日平均患者数を６１人とし、年間延べ患者数を１万

４，８８４人に、精神科訪問看護・指導では、一日の訪問患者数を４人とし、週二ない

し三日の訪問で年間延べ患者数を４９２人と見込んでおります。

次に、予算についてですが、第３条の収益的収入及び支出の予定額につきましては、

収入・支出ともに同額の８億８，６３６万３千円で、収支差引ゼロの予定額でございま

す。

前年度当初予算比較では、１億１，３９０万１千円、１１．４％の減となっておりま

す。

この減額分につきましては、冒頭で申し上げました院外処方箋の発行に伴うものでご

ざいます。
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収入の第１項医業収益は、前年度当初予算比較で１億１，７９７万５千円、１５．２

％減の６億５，５７８万９千円を見込んでおります。

主な内訳になります入院収益は５億７，８８２万円、外来収益は、訪問看護・指導を

含め７，３３６万９千円であります。

第２項医業外収益につきましては２億３，０５７万４千円であります。このほとんど

を占めます負担金交付金は、一般会計からの繰入金で２億２，９４２万８千円でござい

ます。

一方、支出の第１項医業費用は、前年度当初予算比較で１億１，１２２万円、率にし

て１１．６％少ない８億４，４５４万円で、主な内訳は、給与費が５億６，９０９万４

千円、医薬品購入などの材料費が５，２９０万１千円、光熱水費、燃料費などの経費が

１億７，５４９万２千円でございます。

第２項の医業外費用につきましては４，０３２万３千円で、企業債の支払利息がほ

とんどでございます。

次のページ、４９０ページをお願いいたします。

こちら、予算第４条の資本的収入及び支出の予定額につきましては、収入は予定額が

なく、ゼロでございます。

支出の第１款資本的支出は、前年度当初予算比較で１，０９８万４千円多い１億

１，９４０万５千円でございます。

内訳になります第１項の建設改良費は３，０６５万９千円で、病室の改修工事や病棟

冷暖房機の入れ替え工事に係る費用と臨床検査機器等の更新など器械備品の購入費用で

ございます。

第２項の企業債償還金は、企業債３件分の元金償還金で８，７７４万６千円でござい

ます。

なお、こちらの予算での収益的収入が資本的支出に対して不足する額につきましては、

過年度分損益勘定留保資金により補てんしようとするものでございます。

以上、平成２６年度市立大曲病院事業会計予算の概要を申し上げましたが、よろしく

ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

【伊藤病院事務長 降壇】

○議長（橋村 誠） 次に、日程第６４、議案第６１号を議題といたします。
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提案理由の説明を求めます。小松水道局長。

【小松水道局長 登壇】

○水道局長（小松春一） それでは、引き続きまして資料Ｎｏ．３、一番最後になります

けれども、予算書５１３ページをお願いいたします。

議案第６１号、平成２６年度大仙市上水道事業会計予算につきまして、ご説明を申し

上げます。

第１条の総則、平成２６年度大仙市上水道事業会計の予算につきましては、地方公営

企業法第２４条の規定に基づき、本条以下第８条までの条項に必要な予算内容を定める

ものでございます。

まず、第２条の業務の予定量でありますが、給水戸数は前年度比１３１戸増の１万

４，１７１戸と見込んでおりますが、年間総配水量は、近年の節水傾向が定着している

ことを踏まえまして、前年度比９万７，１１７㎥減の４３９万２，４９４㎥、一日平均

配水量は前年度比２６６㎥減の１万２，０３４㎥を予定しており、有収率は前年度と同

率の９０％を見込んでおります。

次に、第３条、収益的収入及び支出でありますが、収入、第１款上水道事業収益は、

前年度比３５６万６千円増の８億８，４２２万１千円を見込んでおります。

この内訳でありますが、第１項営業収益８億６，３５３万８千円のうち、水道料金収

入は消費税の増税によるものでありますが、前年度比６９０万９千円増の８億

５，５５０万３千円、その他営業収益として給水工事設計審査手数料など８０３万５千

円を計上しております。

第２項営業外収益２，０６８万２千円の主なものといたしまして、他会計補助金とし

て、仙北南地区簡易水道事業の上水道事業統合に伴う起債償還の利息分２７９万６千円、

補償金といたしまして大曲駅前第二地区土地区画整理事業に伴う配水管撤去工事などに

係る補償金７６５万７千円などであります。

次に、支出、第１款上水道事業費用は、前年度比３，９４５万円増の７億３，８７３

万９千円の計上であります。

内訳でございますが、第１款営業費用６億４，４０４万６千円の主なものといたしま

して、給与費１億７，４７８万６千円、水質検査や各施設の保守管理の委託料として

２，８１３万８千円、取水施設・浄水場での動力費３，４００万円、宇津台・玉川浄水

場など施設修繕のほか配水管及び給水管の漏水修理に係る修繕費として２，９３５万９



- 55 -

千円、減価償却費といたしまして２億４，３３６万３千円、資産減耗費といたしまして

大曲橋架替事業に伴う導配水管撤去工事費負担金など２，７６５万９千円であります。

第２項営業外費用９，１６９万３千円の主なものでありますが、企業債利息

５，１０８万９千円、消費税及び地方消費税３，７４１万２千円であります。

第３項特別損失１５０万円は、過年度損益修正損として、時効欠損・過年度分料金還

付金などであります。

第４項予備費は１５０万円の計上であります。

収入及び支出の差し引きは、前年度比３，５８８万４千円減の１億４，５４８万２千

円を見込んでおります。

次のページ、５１４ページをお願いいたします。

第４条資本的収入及び支出についてでございます。

収入、第１款資本的収入は、前年度比２０５万７千円減の２，４５５万７千円を見

込んでおり、内訳といたしまして、第１項工事負担金は大曲駅前第二地区土地区画整理

事業に伴う配水管移設工事費負担金など１，５０１万８千円、第２項負担金は、消火栓

設置工事に係る負担金４６０万１千円であります。

第５項出資金は、仙北南地区簡易水道の企業債償還金のうち、元金償還の２分の１に

相当する一般会計からの繰入金４９３万８千円であります。

支出、第１款資本的支出は、前年度比２，９１５万８千円増の３億３，５１９万４千

円を見込んでおります。

内訳でありますが、第１項建設改良費は２億７０６万８千円を計上しております。

築後５０年以上が経過し、老朽化が著しい宇津台浄水場の更新のための実施設計業務

をはじめ、都市計画道路中通線新設工事に伴う配水管新設工事など２件、大曲駅前第二

地区土地区画整理事業関連として配水管移設工事を２件予定しているほか、例年の取り

組みであります老朽管の更新を目的とした配水管改良工事など６件の工事を実施いたし

ます。

これらの事業実施に伴い、第４条括弧書きに資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額３億１，０６３万７千円につきましては、過年度分損益勘定留保資金から

９，５３７万２千円、減債積立金から１億円、建設改良積立金から同じく１億円、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額から１，５２６万５千円を補てんすると定

めるものであります。
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次に、５１５ページをお願いいたします。

第５条は、一時借入金の限度額を前年度同様５，０００万円とするものであります。

第６条は、予定支出の各項の経費の金額の流用できるものとして、第３条及び第４条

の項目間流用について定めたものであります。

第７条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費１億

７，４７８万６千円、交際費１万円とするものであります。

第８条は、棚卸し資産購入費の限度額を１，０２７万８千円と定めるものであります。

以上、議案第６１号につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。

【小松水道局長 降壇】

○議長（橋村 誠） これにて、本定例会に上程された議案についての説明が終了いたし

ました。

○議長（橋村 誠） お諮りいたします。議案等調査のため、２月２５日から３月３日ま

で７日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村 誠） ご異議なしと認めます。よって、２月２５日から３月３日までの７

日間、休会することに決しました。

○議長（橋村 誠） 以上で本日の日程は、全て終了いたしました。

本日はこれをもって散会し、来たる３月４日、本会議第２日を定刻に開議いたします。

長時間にわたり、大変ご苦労様でした。

午後 ２時０７分 散 会


